
1 

 

総務市民委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和２年３月１６日（月曜日） 

午前１０時００分開会 午後２時４８分閉会 

場 所 第３委員会室 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

 １ 開 会 

 ２ 委員長挨拶 

３ 協議事項 

（１） 議案第 １号 土浦市監査委員条例の一部改正について 

（２） 議案第 ２号 土浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

   条例の全部改正について 

（３） 議案第 ３号 土浦市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

（４） 議案第 ４号 土浦市手数料条例の一部改正について 

（５） 議案第 ５号 土浦市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に 

  ついて 

（６） 議案第１３号 令和２年度土浦市一般会計予算（分科会） 

             第１表歳入歳出予算歳出中第１款（議会費），第２款（総務     

費），第３款（民生費）中第１項（社会福祉費）中第７目（消

費者行政費），第４款（衛生費）ただし第１項（保健衛生費）

を除く，第８款（消防費），第１０款（公債費），第１２款

（予備費），第２表債務負担行為費，第３表地方債 

（７） 議案第２４号 町の区域の変更について 

（８） 議案第２６号 令和元年度土浦市一般会計補正予算（第８回） 

             第１表歳入歳出予算補正歳入全部，歳出中第２款（総務費），     

第４款（衛生費）ただし第１項（保健衛生費）を除く，第８

款（消防費），第１０款（公債費），第３表地方債補正 

   報告事項 

             土浦市職員の給与水準について 

             自動火災報知設備誤作動事案件数について 

４ その他 

５ 閉 会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（８名） 

 委員長  島岡 宏明 

 副委員長 今野 貴子 



2 

 

 委 員  久松 猛 

 委 員  吉田 博史 

委 員  吉田 千鶴子 

 委 員  海老原 一郎 

 委 員  柴原 伊一郎 

 委 員  篠塚 昌毅 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（０名） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者（３１名） 

市長公室長       船 沢  一 郎 

総務部長        望 月  亮 一 

市民生活部長      小松澤  文 雄 

議会事務局長      塚 本  哲 生 

消防長         飯 村   甚 

消防次長        塩ノ谷  秀 雄 

秘書課長        細 野  賢 司 

政策企画課長      山 口  正 通 

財政課長        佐 藤   亨 

広報広聴課長      羽 成  健 之 

総務課長        真 家  達 成 

人事課長        今 野   修 

管財課長        渡 辺  善 弘 

課税課長        羽 成  信 明 

納税課長        大 橋   博 

市民活動課長      飯 泉  貴 史 

生活安全課長      坂 本  英 宣 

市民課長        佐 野  善 則 

環境保全課長      佐 賀  憲 一 

環境衛生課長      五 来   顕 

会計管理者       根 本  陽 一 

議会事務局次長     川 上  勇 二 

監査事務局長      武 藤  義 隆 

消防総務課長      嶋 田  邦 彦 

予防課長        谷田貝   修 

警防救急課長      岩 松  克 彦 

財政課財政係長     石 引  康 博 

財政課財政係主任    生田目   晃 
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消防総務課課長補佐   堀 本  良 博 

警防救急課課長補佐   持 丸  恒 次 

消防総務課主幹     岡 野  政 和 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席 

主 査  寺嶋 克己 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者（２名） 

 男 ２名 

 女 ０名 

議 員  田子 優奈 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○島岡委員長 ただ今から総務市民委員会を開催いたします。それでは，協議事項の付

託された議案の審査に入ります。議案第１号土浦市監査委員条例の一部改正についてを

議題といたします。執行部より説明を願います。 

○武藤監査事務局長 議案第１号土浦市監査委員条例の一部改正について，資料１ペー

ジをお願いいたします。改正の内容でございますが，平成２９年６月９日に公布されま

した地方自治法等の一部を改正する法律におきまして，地方自治法第２４３条の２が同

法第２４３条の２の２に改められまして，令和２年４月１日付けで施行されますことか

ら，引用されます土浦市監査委員条例の一部を改正するもので，条例そのものの内容の

変更はございません。改正する条文については，条文の新旧表にお示ししましたとおり

でございます。また，施行の日は，法律の施行日と同じ令和２年４月１日でございます。

説明は以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第１号土浦市監査委員条例の一部改正に

ついては，原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第１号土浦市監査委員条例の一部

改正については，原案どおり決しました。 

 次に，議案第２号土浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の全

部改正についてを議題といたします。執行部より説明を願います。 

○山口政策企画課長 議案第２号土浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例の全部改正についてでございます。２ページをお願いいたします。１番の条例

改正の経緯をご覧ください。本条例は，一番上の箱でございますけれども，行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律。こちら通称，行政手続オンライン化法に

基づき制定されたものでございますが，この法律が昨年の１２月に情報通信技術を活用

した行政の推進等に関する法律。通称，デジタル行政推進法に改正されまして，本条例

の大部分が変更となることから，名称を変更した上で，条例の全部を改正するものでご

ざいます。２番をご覧ください。まず，改正されましたデジタル行政推進法でございま

すけれども，趣旨・目的といたしまして，情報通信技術。こちらはインターネットなど

のネットワーク通信などでございますけれども，情報通信技術を活用いたしまして行政

手続等の利便性の向上。行政運営の簡素・効率化を図るため，行政のデジタル化に関す

る基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項というものを定めてお

ります。その主な内容でございますけれども，行政のデジタル化とはどういったものな

のか基本原則が定められております。（２）番の①の２つ目の〇にありますように，個々

の手続，サービスが一貫してデジタルで完結する。一度提出した書類は，二度提出する

ことを不要とする。複数の手続，サービスをワンストップで実現する。こうした事項を

基本原則といたしまして，行政のデジタル化を推進しなければならないというふうにし

てございます。②，行政手続における情報通信技術の活用といたしまして，行政手続の
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オンラインの原則。こちらは申請とか処分通知等の行政手続のオンラインでの実施を地

方公共団体は，努力義務となっておりますが，原則化することや本人確認，手数料の納

付もオンラインで実施すること。それには行政機関間の情報連携等によって入手や参照

できる添付書類を不要とすることとしております。このような法律改正に伴いまして，

本市の条例を改正するものでございます。３ページの方をご覧ください。条例の内容に

つきましては，３番の（１）から（６）に記載してある通りでございますが，実際に条例

がどのように変更されるかと申し上げますと，中段の表の方をご覧ください。左側が改

正前。右側が改正後でございます。まず条例の名称の方を土浦市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例に変更してございます。また，改正前の条例では，行政手続

等についてオンラインでも可能とするというような内容でしたが，改正後はですね，オ

ンライン実施を原則化するとともに，手数料の電子納付や本人確認のオンライン化を可

能とする規定。オンライン化の適用除外や添付書類の省略を可能とする規定を追加して

ございます。なお，詳細につきましては，４ページから９ページに条文の方を添付して

ございます。最後に施行期日につきましては，公布の日としているところでございます。

説明につきましては，以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

○久松委員 改正後の内容のところで改正後にこういうふうにしますよという事なんで

すか。 

○山口政策企画課長 原則オンライン化を進めますといってることですけれども，事前

の委員会の時にもお話したとおり，技術の方がまだついてこないという部分がございま

すので，そういった環境整備を進めて，デジタル化を進めて行こうというものでござい

ます。 

○久松委員 目標を設定したということか。 

○山口政策企画課長 はい。 

○久松委員 了解。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第２号土浦市行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例の全部改正については，原案どおり決することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第２号土浦市行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する条例の全部改正については，原案どおり決しました。 

 次に，議案第３号土浦市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題とい

たします。執行部より説明を願います。 

○大橋納税課長 １０ページをお願いいたします。固定資産評価審査委員会条例の一部

改正についてでございます。今しがた政策企画課の山口課長から条例の全部改正につい

ての説明がございましたが，その条例の一部改正の理由は全く同じでございます。１番
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条例改正の趣旨ですが，非常に題名の長い法律，３行目にありますように，いわゆるデ

ジタル手続法が，先の１２月１６日に施行となりました。この法律の施行に伴いまし

て，これまでの行政手続のオンライ化法が，これが新しくデジタル行政推進法に改まり

ますので，引用しております市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものでご

ざいます。２番改正の内容ですが，法の改正によりまして不要となる条文を削除すると

ともに，根拠法の名称と条項の変更。さらに文言の修正等を行うものです。なお，詳細

な内容につきましては，次の１１ページと１２ページに新旧対照表を添付してございま

す。３番条例の施行期日につきましては，条例公布の日とするものでございます。固定

資産評価審査委員会条例の一部改正について，納税課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第３号土浦市固定資産評価審査委員会条

例の一部改正については，原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第３号土浦市固定資産評価審査委

員会条例の一部改正については，原案どおり決しました。 

 次に，議案第４号土浦市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。執行部

より説明を願います。 

○佐野市民課長 議案第４号土浦市手数料条例の一部改正につきまして，ご説明をさせ

ていただきます。１３ページをお願いいたします。土浦市手数料条例につきましては，

手数料を徴収する事務又は事項，手数料の名称及び手数料の金額等を定めているもので

すが，１の条例改正の趣旨に記載がございますように，先ほども出てまいりましたデジ

タル手続法の一部改正によりまして，住民基本台帳法が改正され，住民票の除票の写し

等及び戸籍の附票の除票の写しの交付が制度化されたことに伴いまして，交付に際して

手数料を徴収するための改正と同法によりまして，番号利用法が改正され，通知カード

が廃止となるため，手数料を徴収する事務等を規定する，土浦市手数料条例の一部を改

正するものでございます。主な改正の内容ですが，住民票の除票の写し等・戸籍の附票

の除票の写しの交付が制度化されたため，それぞれについて，手数料を徴収するための

条例別表第１に加えるとともに，併せて，現行で８の項から１０の項に分類をしており

ました住民票の交付手数料について，１つの項にまとめて８の項とし，戸籍の附票の除

票の写し又は戸籍の附票の除票の記載事項の交付について，１２の２の項を新規に追加

するものでございます。また，通知カードが廃止されるため，同表中通知カードについ

ての手数料を規定する現行の１３の項を削除し，新規で追加いたしました１２の２の項

を１３の項とし，同表１４の項中番号法総務省令第２８条第１項を行政手続における特

定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に改めるものでござ

います。議案書の１９ページをお願いいたします。条例の施行日につきましては，１９

ページから２０ページにございます第１条が公布の日からといたしますが，２０ページ
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の第２条は公布の日又は，デジタル手続法附則第１条第６号に掲げる規定の施行日。こ

ちら５月３０日までとなっております。こちらのいずれか遅い日から，施行するもので

ございます。説明につきましては，以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

○久松委員 個人カードの発行が廃止になるということだけれども，個人カード紛失し

ちゃって再発行したいといったらもう出来ないということ。 

○佐野市民課長 ご指摘のとおりでございます。 

○久松委員 個人番号わからないよ。 

○佐野市民課長 個人番号につきましては，住民票を取っていただいて，個人番号を記

載するというようなことを申していただければ，個人番号の方は住民票で確認が出来ま

す。 

○久松委員 了解。それちょっと知らせないとわからないんじゃないか。 

○佐野市民課長 それでは広報等で掲載の方を検討させていただきたいと思います。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第４号土浦市手数料条例の一部改正につ

いては，原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第４号土浦市手数料条例の一部改

正については，原案どおり決しました。 

 次に，議案第５号土浦市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。執行部より説明を願います。 

○五来環境衛生課長 議案第５号土浦市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改

正について，ご説明をさせていただきます。１４ページでご説明させていただきます。

１番，条例改正の趣旨でございます。１２月議会で議決をいただきましたが，今年度末

で新治地区のごみの処理を行っております新治地方広域事務組合から脱退をいたしまし

て，来年度から全市のごみ処理を土浦市清掃センターで行いますことから，本条例中の

新治広域の名称，さらには新治地区についての文言を削除するものでございます。条例

の施行日につきましては，令和２年４月１日でございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第５号土浦市廃棄物の処理及び再利用に

関する条例の一部改正については，原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第５号土浦市廃棄物の処理及び再

利用に関する条例の一部改正については，原案どおり決しました。 

 次に，ただ今から，予算特別委員会分科会としての審査に移りたいと思います。令和

２年度土浦市一般会計予算（分科会）第１表歳入歳出予算歳出中第１款（議会費），第２
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款（総務費），第３款（民生費）中第１項（社会福祉費）中第７目（消費者行政費），第４

款（衛生費）ただし第１項（保健衛生費）を除く，第８款（消防費），第１０款（公債費），

第１２款（予備費），第２表債務負担行為費，第３表地方債を議題といたします。執行部

より説明を願います。 

○川上議会事務局次長 第１款議会費についてご説明申し上げます。予算書６７ページ

をお願いいたします。議会費の主なものでございますけれども，１節報酬は議員２４名

分の報酬。２節給料事務局職員８名分。５月まで１名停職になっていますけれども，計

上の方は８名分の給料でございます。３節職員手当等は議員と議会事務局職員の人数分

の期末手当等でございます。次の４節共済費でございますけれども，議員及び事務局職

員に掛かります共済会と職員共済会の負担金でございます。その内議員年金の原資とな

ってございます議員共済会の公費負担金の負担率，こちら３６．９でございましたが，

１．５ポイント下げられまして，令和２年度につきましては，３５．４となりますこと

から，前年度より８２７万３，０００円の減額となっておりまして，議会分の減額の主

なものがこちらになってございます。それ以下の費目につきましては，例年とおりの予

算計上をさせていただいたところでございますけれども，厳しい財政状況の中，議会に

おいても経費の見直しを進めたことが，この削減につながったものでございます。議会

費の主なものは以上でございます。 

○今野人事課長 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費から３目の職員研修費まで

を説明させていただきます。予算書の７１ページをお願いいたします。２款１項１目一

般管理費につきましては６つの課。秘書課，企画課，総務課，人事課，管財課，及び会計

課に関連いたします管理費でございます。１８億３，６４７万４，０００円で，前年度

と比較いたしまして，６２５万１，０００円の増となっております。その主な理由とい

たしましては，会計任用職員の社会保険加入増に伴う社会保険への増額でございます。

それでは内容の説明をさせていただきます。１目一般管理費１節報酬は非常勤職員１３

人の任用に係る費用でございます。次に，２節給料，３節職員手当及び４節共済費は，

特別職２人分と市長公室，総務部，税務部を除きます総務部，それから市民課を除く市

民生活部の一部，また，会計課の職員を合わせまして１３１人分の人件費でございます。

また後程，ご覧いただきたいと思いますが人件費といたしましては，８９ページの税務

総務費の２節給料から４節共済費までをはじめといたしまして，同じ費目になりますが，

ここでは，ページ番号のみご紹介いたしまして説明は省略させていただきたいと思いま

す。まず，９１ページ，戸籍住民基本台帳費。職員２５人分の人件費となっております。

９３ページをお願いいたします。選挙管理委員会費。職員２人分の人件費でございます。

それから９４ページ統計調査総務費。５人分の職員の人件費となっております。９５ペ

ージ監査委員費。４人分の人件費となっております。少々飛びまして１０７ページ３款

民生費７目消費者行政費。こちらは２人分の職員の人件費となっております。また少し

飛びまして１２９ページ４款衛生費１目清掃総務費。こちらにつきましては３４人分の

職員の人件費となっております。続きまして１３４ページ環境保全対策費。こちらは１

２人分の職員の人件費となっております。最後に１７９ページをお願いいたします。８
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款消防費１目常備消防費。こちらにつきましては１８４人分の人件費となっております。

ページのみの紹介とさせていただきました。恐れ入ります，７１ページにお戻りいただ

ければと思います。７節報償費でございます。こちらはスポーツ大会等の市長賞として

贈呈する盾やトロフィー，それから自治表彰にかかる記念品の経費でございます。１０

節需用費は，事務用消耗品の購入，新聞の購読料，封筒の印刷等でございます。それか

ら１２節委託料でございますが，こちらは市の顧問弁護士への委託料や産業文化事業団

に委託しております亀城プラザ指定管理料等でございます。さらに１８節負担金補助及

び交付金につきましては，次のページに渡りますが，負担金につきましては備考欄記載

の各種団体等，１３団体への負担金と地方改善対策団体２団体をはじめ，４件の補助金

でございます。次に，７１ページをお願いいたします。２目人事管理費でございます。

こちらにつきましては，１節報酬が産業医１名の報酬でございます。１０節需用費の消

耗品は，新採職員の防災作業服他，事務用消耗品の購入費でございます。１１節役務費

は，採用２次試験時の体力測定の時けがに備えた保険及び衛生管理免許の申請手数料で

ございます。１２節委託料をご覧いただきたいと思います。こちらは職員採用試験の採

点委託料は，教養試験，専門試験及び適性試験の採点委託でございます。職員健康診断

等委託料は，職員の健康診断を委託するものでございます。内容といたしましては，定

期健診，胃がん検診，子宮がん検診というものがあります。メンタルヘルス研修会委託

料は，職員のメンタルヘルスケアの一貫といたしまして実施をしております職員研修に

つきまして，専門講師に委託するものでございます。ストレスチェック事業につきまし

ては，平成２７年１２月から義務付けられましたストレスチェックの分析等を委託する

ものでございます。７３ページをお願いいたします。１８節負担金補助及び交付金でご

ざいますが，負担金は全国市長会団体定期保険負担金につきましては，全国市長会が運

営をする一般職員を対象とした死亡や高度障害に対する保険の掛金でございます。補助

金が職員互助会の職員福利厚生事業補助金でございます。３目職員研修費につきまして

は，９３７万４，０００円で前年度と比較いたしまして８万８，０００円の減となって

おります。こちらにつきましては，前年並みの予算を確保しつつ，引き続き職員階層別

研修，専門教養研修，派遣研修というように職員の能力，資質の向上を図ってまいりた

いと考えております。内容といたしましては，７節報償費につきましては職員研修の研

修講師の謝礼。１０節需用費中につきましては消耗品費，こちらは研修のテキスト代等

になります。１８節負担金補助及び交付金は，自治大学校や茨城県の自治研修所などへ

の各研修期間へ職員を派遣する際の参加負担金でございます。説明は以上でございます。 

○真家総務課長 ４目文書費につきまして，ご説明申し上げます。こちらにつきまして

は郵便物の郵送料，印刷用紙やコピー用紙の購入，コピー機械の使用料が主なものでご

ざいますが，令和２年度予算は前年度比３１．２パーセント減。４，５５０万７，０００

円の減となってございます。７４ページをお願いいたします。１１節役務費の通信運搬

費につきましては，主に市から発送する郵便の郵送料となってございます。１２節委託

料につきましては，国分書庫で例年行っていた機械警備や草刈委託などが，

選挙管理委員会費に付替えになった他，宍塚書庫における機械警備や廃棄文
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書リサイクル委託料等を計上してございます。１３節使用料及び賃借料につ

きましては，庁内にございますコピー機１２台分の借り上げ料や印刷機器等

の借上料となってございます。文書費は以上でございます。  

○羽成広報広聴課長 ５目広報広聴費についてご説明申し上げます。７４ページをお願

いいたします。広報広聴費につきましては，広報紙やホームページ・ケーブルテレビな

どによります情報の提供，そして市政に対する市民からの相談，問い合わせなどへの対

応，さらにはシティプロモーション，フィルムコミッションなどの事業に係る経費とな

ってございます。令和２年度予算額は８，８４３万４，０００円と前年度比約６．３パ

ーセントの増となってございます。公式ホームページのリニューアル。また移住体験日

帰りツアーなど新たに実施する事業などが主な要因でございます。各節の主な内容につ

いてご説明申し上げます。１節報酬でございます。記者室・報道関係対応。また，フィル

ムコミッション対応の会計年度任用職員２名分の報酬でございます。３節職員手当等で

ございますが，こちらは本年４月，改正地方公務員法に伴いまして，会計年度任用職員

の期末手当を新たに支給するものでございます。フィルムコミッション対応の支給条件

を満たしております職員１名分でございます。７節報償費でございます。こちらは市民

相談の際の弁護士や司法書士，市政広報番組「マイシティつちうら」のアナウンサー，

プロモーション研修の講師などへの謝礼でございます。１０節需用費でございます。こ

ちらにつきましては毎月２回発行しております「広報つちうら」やロケ地マップの印刷

経費，また，学祭ＴＳＵＣＨＩＵＲＡや移住フェア開催時などの消耗品が主なものでご

ざいます。１１節役務費につきましては，年度末に新年度の市政・予算特集号などを地

元紙に掲載いたします際の広告料が主なものでございます。１２節委託料につきまして

は，説明欄に記載してございます点字及び声の広報発行から７５ページにかけましての

業務に係る経費でございますが，主なものといたしましては，７４ページの一番下のポ

ツになります市内１７１の町内会等への広報紙配付業務。また，次の７５ページになり

ますが，上から４つ目のポツにございます，ケーブルテレビの市政広報番組の番組制作。

また，その二つ下になります，昨年から開始をいたしましたインターネットを活用いた

しました情報発信の動画制作が主なものでございますが，その他，次年度新たにですね，

上から２番目になりますホームページデザイン改訂におきまして，見やすくわかりやす

いホームページの全面リニューアルを行う予定でございます。また１３節でございます。

使用料及び賃借料につきましては，広報紙作成のために使用しております文字フォント

やソフトの権利使用料。移住フェア開催時の施設使用料などが主なものでございます。

最後に１７節備品購入費でございますが，こちらはカメラなどの撮影機材の更新でござ

います。説明は以上でございます。 

○佐藤財政課長 ７６ページをお願いします。６目財政管理費でございます。主な内容

は財政課の事務経費でございます。こちらは前年度と比較しまして２，１６５万３，０

００円。８５．９パーセントの減となっているところでございますが，前年度は財務シ

ステム更新がございまして，それに伴う準備委託が１，５００万。システムデータ作成

６００万などありまして，こちらがイニシャルコストが本年度は減になったというとこ
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ろでございます。その他，１０節需用費は予算書の印刷。それから，公会計システム保

守関係，それから研修などの負担金は例年どおりでございます。以上でございます。 

○根本会計課長 ７目会計管理費につきまして，ご説明させていただきます。こちらは

会計課の運営経費となってございます。１０節需用費中印刷製本費につきましては，決

算書１５０冊分の作成経費と，源泉徴収票の送付用封筒の作成経費でございます。１１

節役務費につきましては，口座振込みなどに使用いたします伝送システムや新たに導入

を予定しております電気水道などの公共料金の口座振替システムに係る手数料となって

ございます。会計課は以上でございます。 

○渡辺管財課長 ８目財産管理費についてご説明いたします。財産管理費につきまして

は，本年度にくらべ２，２３３万８，０００円。４．３パーセントの減となってございま

す。その主な理由といたしましては，三つございまして，一つ目には１２節委託料にお

きまして，地籍測量と委託料の計上の減少。２つ目といたしまして１４節工事請負費に

おきまして，工事費の計上が来年度ないこと。そして三つ目には１３節使用料及び賃借

料の内，駐車場使用料におきまして，実績に基づく利用料の減額が主なものでございま

す。それでは，主なものを中心にご説明いたします。１節報酬でございますが，１階市

民課，福祉関係窓口前に配置しておりますコンシェルジュ４名分のもの。１０節需用費

でございますが，このうち，光熱水費につきましては，ウララビルを除いた街路灯や公

園などの電気料及び上下水道料金でございます。次に１１節役務費でございます。この

うち通信運搬費につきましては，本庁舎をはじめとする施設の電話料金でございます。

保険料につきましては，市が管理する建物及び公用車に係る損害保険料となってござい

ます。続きまして１２節委託料でございますが，こちらは７６から７７ページに記載が

ございますように，施設維持管理に係る経費が主なものでございまして，全部で１７件

となっております。こちら昨年度から約５００万円の減額となってございますが，地籍

測量等委託料が減額になったことが主な理由でございまして，その他の委託料につきま

しては，来年度も今年度に引き続き，それぞれ小さな見直しの方はしておりますが，労

務単価の上昇及び増税によりまして，その他の委託料全体では今年とほぼ横ばいとなっ

てございます。次の１３節使用料及び賃借料でございますが，このうち，駐車場使用料

は，本庁舎駐車場，市営の東西駐車場及び地下駐輪場の無料化している使用料でござい

まして，過去２年の実績から考慮しまして，４２０万円の減となってございます。次の

１７節備品購入費につきましては，公用車６台分の購入費用でございます。７８ページ

をお願いします。１８節負担金補助及び交付金でございますが，このうち，ウララ管理

負担金につきましては，ウララビルの共用部分と市が専有する庁舎部分に係る電気料を

はじめとする光熱水費のほか，警備業務，日常保守点検業務及び各種修繕費用など，ウ

ララビル全体に要する維持管理費用でございます。こちらもウララ管理組合におきまし

て，小さな見直し等をしておりますが，やはり労務単価及び増税によりまして，今年度

とほぼ横ばいとなってございます。財産管理費については，以上でございます。 

○山口政策企画課長 ９目企画費でございます。企画費につきましては，１億７，２１

２万２，０００円で，前年度に比べまして１億２０３万円と大幅な増加となってござい



12 

 

ます。要因といたしましては，ふるさと土浦応援寄付が増加していることから，これに

伴い歳出，委託料が増額となっているものでございます。主な内容についてご説明させ

ていただきます。まず１０節需用費中消耗品でございますけれども，本年度にくらべ１

２０万円ほど増額となっております。こちらは７月６日に実施されます聖火リレーを盛

り上げるための横断幕，手旗，カウントダウンボードなどを作成することが主な要因で

ございます。１２節委託料の中のふるさと土浦応援寄付受付等委託料はお礼金代金，送

料及びＰＲ，寄付管理，配送管理等の委託料でございます。先ほどお話いたしましたと

おり，本年度のふるさと納税の寄付額が増加しておりまして，歳入を本年度当初予算の

１億円から２億円上積みをしまして，３億円としたことから，これに合わせて委託料も

１億６８９万５，０００円の増額となってございます。その下のふるさと土浦応援寄付

ＰＲ委託料につきましては，本市のふるさと納税をＰＲするためインターネットに広告

等を掲載するものでございます。ひとつおきまして，サイクリングイベント開催委託料

につきましては，このあと説明いたします全国シクロサミットの２日目に市制施行８０

周年記念事業としてサミット参加者や市民等を対象としたサイクリングイベントを開催

するものでございます。７９ページにまいりまして，１８節負担金補助及び交付金は説

明欄にもございますとおり，負担金が８件。補助金が２件でございます。このうち一番

下の全国シクロサミット補助金は，全国３５８の自治体が加盟しております自転車のま

ちづくりを推進する市区町村長の会のシンポジウム，第３回全国シクロサミットが本市

において開催されますことから，その経費となっております。なお，全額が会から補助

されますので，本市の持出はない予定でございます。続きまして１０目事務管理費でご

ざいます。事務管理費につきましては，市全体の事務の管理や電算処理の業務に係る経

費で，４億３４７万３，０００円となっておりまして，前年に比べ１３７万８，０００

円の増となっております。主な内容についてご説明をさせていただきます。１１節役務

費通信運搬費は，本庁舎と外部施設の通信回線使用料でございます。１２節委託料中の

一つめ電算委託料は，日常的に使用している住民記録や税務などのオンラインによるデ

ータ処理及び納付書や台帳などの作成処理の委託業務のうち，一般会計分でございます。

本年度と比較しまして，約１，３１０万円の減となっておりますが，こちらはこれまで

契約期間も委託業者もバラバラであった財務会計，公有財産管理，契約管理等の各シス

テムを同一業者の一元管理とすることで，コストの削減が図れたことなどが主な理由で

ございます。このほか住宅地図，航空写真等の地図情報をパソコン上で操作する地理情

報システムや，一枚おめくりいただきまして，８０ページ上段の庁内ネットワークの保

守管理の委託料でございます。１３節使用料及び賃借料でございますけれども，まず，

一番上パソコン使用料は庁内事務処理用パソコン及びプリンターのリース料でございま

す。近年パソコン，プリンター等の機器単価が上昇していることから，約４４０万円増

額となってございます。このほか，公共施設の予約システム，建築概要書や家屋調書等

を入力管理するシステム。パソコン用のウイルス対策ソフトの使用料などが主な内容で

ございます。１８節負担金補助及び交付金のうち負担金でございます。２項目の茨城県

市町村共同システム整備運営協議会負担金は茨城県と市町村が情報システムの整備運営
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を共同して行うことを目的として設立した協議会の負担金で，新年度は共同で航空写真

を撮影することから９３０万円ほど増となっているものでございます。続きまして，一

番下の交付金でございます。自治体中間サーバー・プラットフォーム管理等交付金は，

全ての自治体が共同利用しておりますマイナンバー制度の情報連携のために使用するシ

ステムの運用経費等を地方公共団体情報システム機構，ジェイリスに交付するものでご

ざいます。こちらシステム更新を予定しておりまして，次期システムへの移行のため，

設計，構築経費等が発生しておりまして，約１１０万円の増となってございます。この

ほかはほぼ例年どおりの計上となっております。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

○久松委員 ７２ページ。負担金補助及び交付金のミネルバ２１負担金とは何のことで

すか。 

○細野秘書課長 ミネルバ２１負担金ですが，今回初めて予算計上するものでございま

して，県内市町村長の内，昭和２０年以降に生まれた県内市長で構成する組織の名称で

ございまして，研修会や情報交換等により連携を図りまして，郷土の発展に寄与するこ

とを目的として平成３年に設立されたものでございます。 

○久松委員 もう一回。昭和２０年以降に生まれた首長の団体ということですか。 

○細野秘書課長 はい。そのとおりでございます。 

○久松委員 平成３年に始まったんでしょ。この負担金は今年から。 

○細野秘書課長 県内で４４市町村ございまして，昭和２０年以降に生まれた市町村長

は，土浦の安藤市長を含めて，現在４０名ほどおります。現在の加入者は３８名おりま

して，昨年当選いたしました結城市長も来年度から加入するということでございまして，

安藤市長，昭和３５年が生まれということですので，今回初めて予算計上するものでご

ざいます。 

○久松委員 ああ，そうか。中川市長は対象じゃなかったんだ。 

○吉田（千）委員 同じページのそのミネルバの上のところなんですが，内外情勢調査

会負担金。これを教えていただければ，どういうものか教えてください。 

○細野秘書課長 こちら内外情勢調査会につきましては，新聞社，時事通信社の関連会

社としまして昭和２９年に設立されたものでございまして，国内外の情勢について，知

識の向上，そして理解の増進を目的としまして，一般社団法人となっておりまして，講

演会の実施，そして資料を提供するというのが主な活動になっております。講師には有

力な政治家ですとか，経済団体の首脳といった方が講師になっておりまして，県内土浦

市以外にも，他の市長も加入しております。説明は以上でございます。 

○吉田（千）委員 今までで具体的に何か，こういったものがありますか。 

○細野秘書課長 講演の実績ということでよろしいでしょうか。まず，内外情勢調査会

は県南地域の支部懇談会もございまして，そこでは大学教授を講師として，外国人労働

者や移民政策，宮内庁という組織という題名での講演実績がございます。 

○海老原委員 広報広聴課なんだけれど，ホームページから意外と〇〇つちうらでレポ

ーターがありますよね。最近は見ていないんだけれど，更新が少ないように思うんだけ
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れど。その点は。 

○羽成広報広聴課長 市民レポーターにつきましては，委員おっしゃるとおり，新規の

レポーターがいない状況でございまして，今後，さらにレポーターの加入促進に努めて

まいりたいと思います。 

○海老原委員 すでに入った人でも，最近更新が少ないように思うんだけれど。その点

は。 

○羽成広報広聴課長 確かにおっしゃるとおりでございまして，ここ一部の方の更新の

みということで，大変低調な内容でございます。実際どのようなものを上げていただく

かを含めまして，その辺の情報発信の力についてもレポーターとよく話をしていきたい

と考えております。 

○海老原委員 今度は別の件でいいですか。７８ページの自転車交通量調査委託料とあ

るんですけれど，これは，場所はどの辺りを予定しているの。調査。 

○山口政策企画課長 自転車交通量調査ですね，つくば霞ヶ浦りんりんロードの５ヶ所。

例えばですね。総合公園，りんりんポート，りんりんスクウェア，田村のトイレ，それか

ら藤沢の休憩所の５ヶ所で交通量調査を実施する予定でございます。 

○篠塚委員 ７３ページの文書費について，４，５５０万。減額か。ちょっと細かい所

を教えていただいてもよろしいですかね。 

○真家総務課長 こちら，前年度に比べて４，５００万程度減額ということなんですが，

こちらは昨年度，今年度ですね，書庫を，国分書庫，電動書庫，病舎組合等から移転した

訳なんですが，その前に，宍塚小学校への書庫の改修工事等を行っておりまして，その

改修工事費分が今回無くなるので，来年度は無くなるので，この程度の減額ということ

でございます。 

○篠塚委員 宍塚小にほとんど移ったということで，国分書庫の方はまだ残っている訳

で，その管理もしているのですか。 

○真家総務課長 現在の国分書庫につきましては，書庫を全部宍塚小学校の方に移しま

したので，現在残っているのは選挙管理委員会の備品等が残ってございまして，今後そ

の空いたところにつきましては，政策企画課等々協議いたしまして，市内各所に分散し

ております倉庫になっている部分を集約する予定となってございます。 

○篠塚委員 もう１件よろしいですか。７８ページの企画費のふるさと納税についてで

すが，委託先は，これは見直しは何年かやっているのでしょうか。まあ何社かしかない

んですけれども。 

○山口政策企画課長 実は見直しの方を進めておりまして，今年度の９月から間口を増

やすという意味で，さとふるのほかに，ふるさとチョイスと楽天の方にも掲載の方を現

在もしております。 

○篠塚委員 ふるさと納税をした場合の返礼品。返礼品は増えている状況なんですかね。

見直しをしたりしてやっているんですけれど。ＰＲも委託先で宣伝をしているんですか。

この１，１００万円のところ。 

○山口政策企画課長 ふるさと納税の返礼品につきましては，随時追加をしておりまし
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て，当初からかなりの数が増えているところでございます。ＰＲ委託に関しましては，

従前は冊子ですとか，新聞広告の方を出させていただいたところですけれども，ふるさ

と納税をされる９９．２パーセントの方が現金でというよりはインターネットを通じて

の寄付者だということがわかっておりますので，今年度からインターネットの方に広告

の方を出させていただいているものでございます。 

○篠塚委員 インターネットの広告というのはどうところにどういうふうに出している

んですか。 

○山口政策企画課長 インターネットの広告につきましては，大きく分けまして，検索

広告というのと，ディスプレイ広告というのが実はございまして，その検索広告という

のは，グーグルでふるさと納税と検索をしますと，広告というような形で土浦市のふる

さと納税というの検索で引っ掛かりやすくする上位部位に来るものがひとつの方法。そ

れからディスプレイ広告というのはウェブサイトに入っていきますと，よく両側に広告

が出て来るんですけれども，その広告を出しているもの。 

○久松委員 ７５ページ。委託料のインターネットを活用した情報発信委託料だけれど

も，これ，動画をインターネットで見られるということでしょ。これ市のホームページ

から見られるの。 

○羽成広報広聴課長 市の公式ホームページからリンクを張ってございまして，インタ

ーネット動画。ユーチューブで配信したものをアーカイブしておりまして，過去のもの

も見られるようになっております。 

○久松委員 これは年に何回か切り替えるんですか。中身は。 

○羽成広報広聴課長 こちら毎月２回番組を制作しておりまして，年間２４回番組を制

作しております。毎年そのようなスケジュールで新しい番組の方を作りまして順次増や

してくような形でございます。すべて見られるような形でございます。 

○久松委員 市のホームページからのどこから入っていくのですか。 

○羽成広報広聴課長 市の公式ホームページから意外と〇〇というホームページの案内

がございますので，こちらの方に入っていきますと，インターネット動画用のホームペ

ージがございまして，そちらの方で過去に撮りました市政広報のビデオでありますとか

マイシティ土浦であるとか全て見られるような形となっております。 

○吉田（千）委員 ７５ページのホームページデザイン改訂委託料なんですが，これ新

しく改訂されるということで期待をしているんですけれども，具体的に何かもう少し今

お知らせできるような内容があるのか。あれば教えていただければと思います。 

○羽成広報広聴課長 公式ホームページにつきましては，平成２５年に一部をリニュー

アルをしたところでございますが，ここスマートフォン，それからタブレット等外部端

末の方の使用の方が多くなっておりまして，通常のパソコンよりこちらを使った検索の

方が多い状況でございます。当時はパソコンを意識した作りとなっておりまして，こち

らにつきましては，そういったモバイル機器からも見やすくわかりやすいようなホーム

ページデザイン，またコンテンツを考えていきたいと思っております。また，今回災害

版ですね，災害版などにつきましても，もう少しわかりやすく発信できるような形で改
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めたいと考えてございます。 

○吉田（千）委員 ありがとうございます。本当に若い方々。通信機器。そういったもの

を活用してということで新しくリニューアルすることを期待するところです。それで，

実はホームページからですね，印刷をする時に，ダウンロードできるものは，その大き

さで出来るんですけれども，こういうものですよという問題がある部分についての印刷

がとても私の印刷の技術が悪いのか，字が小さく印刷されてしまうという，そういう状

況があるんですけれども。それはちょっと，わからないですかね。いわゆるダウンロー

ドできるものに対してはＡ４できちっと字が印刷されるんですけれども，案内される部

分がとても小さくて見づらい状況になっているという。私の印刷の技術が出来てないか

らそうなのか，ちょっとわからないんですけれども，もしちょっと見ていただいて，今

返答は結構です。そういったことが，またこの時にですね，よく見やすくなるようにな

れば印刷がですね。そういったことも検討していただければなと思いましたのでよろし

くお願いしたいと思います。 

○島岡委員長 その他何かございませんか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 

○飯泉市民活動課長 ８０ページをお願いいたします。１１目市民活動費でございます。

こちらにつきましては，地区長や町内会に関すること，地域の公民館整備に関すること，

神立地区コミュニティセンターに関することが主な内容となってございます。それでは

主な項目につきまして、説明をさせていただきます。８０ページの７節報償費につきま

しては，市内１７１名の地区長に対する報酬でございます。１１節役務費のうち，保険

料につきましては，町内会行事や市民体育祭などのケガや事故などに対応するため加入

しております保険料となってございます。下のページ，８１ページをお願いいたします。

１２節委託料につきましては，神立地区コミュニティセンターの指定管理及び定期点検

等に関する委託料となってございます。１８節負担金補助及び交付金の補助金３項目の

うち，中ほどにございます地域公民館建設費補助金につきましては，来年度，新築１件，

修繕３件を予定しているところでございます。続きまして，１２目地区コミュニティ活

動推進事業費につきましては，協働のまちづくり推進事業に関するものとなってござい

ます。令和元年度と比較をいたしますと，１２１万５，０００円の増額となってござい

ます。主な理由といたしましては，この後，ご説明いたしますが，茨城県の方でですね，

新たに創設いたしました補助制度につきまして，土浦市におきましても協調補助として，

補助金を３分の１負担するという制度となっておりますことから，増額となったもので

ございます。主な項目についてでございますが，７節報償費につきましては，協働のま

ちづくりワークショップなど，協働のまちづくりに関する講師謝礼等となってございま

す。１８節負担金補助及び交付金につきましては，まちづくり市民会議への補助及び中

学校区単位で組織されております地区市民委員会への補助となってございます。また，

協働のまちづくりファンド事業補助金につきましては，市民団体等が新たに実施するソ

フト事業に対しまして助成を行うものでございます。８１ページ一番下にございます提



17 

 

案型共助社会づくり支援事業助成金。こちらにつきましては，先程，ご説明しましたと

おり，茨城県が創設をした補助制度となってございます。内容といたしましては，ＮＰ

Ｏ団体等が実施いたします社会貢献事業に対する補助制度となっておりまして，事業主

体と県が，ぞれぞれ３分の１ずつ負担をするというものと合わせまして，事業区域とな

っております市町村につきましても県との協調補助ということで，県と同額の３分の１

を市町村が負担するという制度設計となっておりますことから，この分の補助金分を計

上したものでございます。８２ページをお願いいたします。続きまして，１３目国際交

流費につきましては，市民の皆さんの国際理解と国際交流の推進，多文化共生に関する

事業でございます。令和元年度と比較をいたしますと，２６８万５，０００円の減額と

なってございます。主な理由といたしましては，本年度は，多文化共生推進プランの後

期計画策定費用のほか，アメリカ・パロアルト市との姉妹都市締結１０年記念事業に関

する補助をいただいておりましたが，来年度はその分が無くなるため減額となるもので

ございます。主な項目についてでございますが，７節報償費につきましては，ただ今，

ご説明をいたしましたとおり，多文化共生推進プランの後期計画につきまして，進行管

理を担っていただく委員会の委員謝礼等でございます。１８節負担金補助及び交付金の

補助金のうち，中学生交換交流事業につきましては，姉妹都市でありますアメリカ・パ

ロアルト市との交換交流に関する補助でございます。続きまして，１４目男女共同参画

推進費につきましては，男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進に関する事業でご

ざいます。令和元年度と比較をいたしますと，４０５万８，０００円の増額となってご

ざいます。主な理由といたしましては，現在第３次となります男女共同参画推進計画に

つきまして，令和２年度が計画の最終年度となりますことから，来年度，次期計画の策

定を予定してございます。また，毎年９月に開催しております男女共同参画センターフ

ェスティバル。毎年１月に開催しております協働のまちづくりシンポジウム。この２つ

のイベントを統合いたしまして，１本化することに伴い，増額となったものでございま

す。主な項目についてでございますが，１節報酬につきましては，男女共同参画推進委

員会委員への謝礼等となってございます。７節報償費につきましては，男女共同参画フ

ェスティバルのほか，各種講座の講師謝礼等となってございます。１２節委託料のうち，

４つ目の男女共同参画推進計画策定委託料につきましては，新たな計画策定に伴う委託

料となってございます。説明につきましては、以上となります。 

○坂本生活安全課長 １５目から１７目の防犯対策費，空家対策費，交通安全対策費に

ついて説明させていただきます。８３ページをお願いいたします。１５目防犯対策費で

ございます。防犯対策費の主な支出といたしましては，ＪＲ荒川沖駅と神立駅に設置し

ております防犯ステーションまちばんの嘱託職員の報酬。町内会等が実施しております

防犯灯のＬＥＤ化や電気料金の補助などでございます。前年度と比較しますと１，６２

６万３，０００円。約１９パーセントの減となっております。原因は，防犯灯設置等補

助金の減によるものでございます。主な支出ついてご説明いたします。１節報酬につき

ましては，防犯ステーションまちばん荒川沖とまちばん神立の嘱託職員１２名分の報酬

でございます。嘱託職員は，警察官ＯＢで荒川沖と神立それぞれ６人による交替制で，
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２人の勤務体制により３６５日午後１時から午後１０時まで開設し，防犯に努めており

ます。１８節負担金補助及び交付金の内，補助金の防犯灯設置等補助金。こちらは防犯

灯のＬＥＤ化を促進するため，町内会等が設置管理する防犯灯の新設及び修繕・交換を

する際に，補助を行っているものでございます。令和２年度で１００パーセントにＬＥ

Ｄ化される予定になっております。８４ページをお願いいたします。防犯灯電気料金補

助金は，町内会で管理する防犯灯に係る電気料のうち，１２分の８を限度に補助するも

のでございます。次に１６目空家等対策費でございます。主な支出といたしましては，

土浦市空家等対策協議会委員の報酬，空家等相談会の相談員報償，管理不全空家等の緊

急的な応急措置費用などでございます。前年度とほぼ同額となっております。主な内容

につきましては，１節報酬は，土浦市空家等対策協議会委員の報酬です。７節報償費は，

空家等の発生を防止するための空家等相談会の相談員の報償費でございます。１１節役

務費の手数料は，相続人の存在，不存在が明らかでない空家に対しまして，代執行を行

なう場合に市が利害関係人として家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立てにかかる費

用でございます。１２節委託料の空家等相続人調査委託料は，相続財産管理制度を活用

するにあたり，所有者や相続人の調査をするにあたり，司法書士など専門家に委託した

場合の費用でございます。財産管理人選任申立書作成委託料は，相続財産管理制度を活

用する場合，家庭裁判所への申立書作成委託する費用でございます。次に，１７目交通

安全対策費でございます。主な支出といたしましては，土浦駅西口地下自転車駐車場で

万が一火災が発生し停電した場合に，消防設備のスプリンクラーに水を供給するポンプ

を作動させるための電源装置の補修工事費，放置自転車の撤去や保管，交通安全施設の

表示やカーブミラーの設置などに要する経費でございます。前年度と比較しますと約３

６パーセント。３，４９０万８，０００円の減となっております。原因は，神立駅西口自

転車駐車場の移転整備に伴う工事が終了したことによるものでございます。主な支出つ

いてご説明いたします。１節報酬は，土浦駅及び荒川沖駅前での放置自転車対策としま

して，両駅東・西口で，毎週月曜日から金曜日の午前６時から午前８時４５分まで，立

哨指導によりまして，放置自転車対策を非常勤職員５名分の報酬でございます。１２節

委託料の，通学路電柱表示板設置委託料は５年で更新する電柱の通学路標示板の制作及

び取り換え費用の委託料となります。放置自転車撤去委託料は放置自転車を撤去し，保

管場所への移送をシルバー人材センターに委託している分となります。８５ページをお

願いいたします。１４節工事請負費の，自転車駐車場補修工事費は，先ほどご説明させ

ていただきました土浦駅西口地下自転車駐車場の火災発生時，万が一停電した場合，初

期消火を行うスプリンクラーに水を供給するポンプを作動させるための電源装置が劣化

しているため，その補修工事費でございます。説明は，以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

○佐野市民課長 続いて，１８目支所及び出張所費でございます。支所及び出張所費に

つきましては，市内５ヶ所の支所及び出張所に係る，業務運営経費でございます。令和

２年度は２，７６８万８，０００円の計上で，前年度と比較し，３１９万１，０００円。

約１３パーセントの増となっております。増の主な理由といたしましては，非常勤職員
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報酬の引き上げ及び職員手当等の支給によるものでございます。主な内容につきまして

ご説明させていただきます。１節報酬につきましては，非常勤職員１４名分の人件費で

ございます。３節職員手当等につきましては，非常勤職員１４人の内１０人分の期末手

当でございます。８節旅費につきましては，自家用車の公用車としての利用にかかる旅

費及び非常勤職員の通勤手当でございます。１０節需用費につきましては，光熱水費や

消耗品費等となっております。１１節役務費につきましては，国道６号線沿いに設置を

しております南支所の案内広告看板の広告料でございます。１２節委託料につきまして

は，支所出張所にかかる機械警備や清掃などの定期的な委託料でございます。次のペー

ジ８６ページをお願いいたします。１３節使用料及び賃借料につきましては，玄関マッ

トなどの清掃用務使用料などのほか，テレビの受信料でございます。１７節備品購入費

につきましては，南支所で申請書類等を保管しております簡易倉庫の老朽化に伴う新規

倉庫の購入費用でございます。市民課からの説明は以上でございます。 

○真家総務課長 続きまして，１９目公平委員会費につきましては，委員への報酬や会

議負担金など，ほぼ例年同じ内容となってございます。続きまして，２０目防災費につ

きましてご説明申し上げます。令和２年度予算につきましては前年度比で２５．９パー

セント増の８２４万４，０００円の増となってございます。こちらの増加の要因といた

しましては，消耗品費につきまして防災倉庫の備蓄品の量について，東日本大震災時の

被害者数から今回新たに茨城南部地震の被害想定へ見直しを行ったことがまず一点とし

てございます。二つ目といたしましては，修繕料につきまして，防災無線のバッテリー

の寿命が５年となってございますが，現在９年経過してございまして，バッテリーの更

新が必要なことから，バッテリーの交換や保健センターの無停電装置の交換等を行うと

いったものを予算計上しているためでございます。それでは主なものについて説明して

まいりたいと思います。１節報酬につきましては，防災会議開催における委員報酬など

でございます。１０節需用費の内，消耗品費につきましては，災害時の備蓄用非常食購

入などでございます。１２節委託料につきましては，防災無線の保守点検委託や中学校

にございます防災井戸の浄水装置の保守点検委託など，例年の委託業務となってござい

ます。８７ページをお願いいたします。１３節使用料及び賃借料につきましては，従前

のＭＣＡ無線に比べて軽量で使いやすく，屋外でも通信可能なＩＰ無線への更新を予定

してございまして，避難所や公共施設など１００台などを設置する予定となってござい

ます。それに伴うシステム使用料や通信機器の借り上げ料となってございます。１８節

負担金補助及び交付金の内，負担金につきましては，説明欄に記載のとおりとなってご

ざいます。補助金については，自主防災組織に対する補助をはじめ、平成２６年度から

実施してございます町内会への防災井戸整備に関する補助を引き続き行っているもので

ございます。続きまして２１目人権と平和事業費についてご説明申し上げます。こちら

につきましては，市内の中学生や市民代表を広島市の平和記念式典に派遣するほか，人

権と平和のつどいを開催するなど平和関連事業を来年度につきましても行っていく予定

となっております。８８ページをお願いいたします。２２目市制施行８０周年記念事業

でございます。主なものをご説明いたします。７節報償費につきましては，１１月３日
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に市民会館にて開催予定の記念式典での招待者，表彰者への記念品代などとなってござ

います。１０節需用費の内，消耗品費につきましては，記念式典用の看板，徽章，表彰状

筒代などでございまして，印刷製本費につきましては，式典パンフレットやＮＨＫ公開

番組用のポスターやチラシの印刷代となってございます。１１節役務費の内，広告料に

つきましては，市制施行８０周年についての茨城新聞への広告掲載料となってございま

す。説明は以上でございます。 

○大橋納税課長 ８８ページの２３目諸費につきましては，納税課支出の市税過誤納還

付金，１億１，３００万円。前年度比較３００万円の増でございます。予算額につきま

しては，過去の平均額によって算出したものでございます。以上でございます。 

○佐藤財政課長 ８８ページ下段ですが，２４目財政調整基金費，２５目市債管理基金

費，２６目土地開発公社対策基金費。８９ページの土地開発基金費につきましては，い

づれも基金の利子を積立のための科目計上でございます。２８目公共施設等総合管理基

金。こちらにつきましては，将来的な大規模工事，改修など施設の更新に備えるために

１億５，０００万円を積立てるものでございます。以上でございます。 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

○今野副委員長 ８４ページ。空家対策の役務費の手数料。相続人がわからない場合の

その手続のためのというのは大体何件分を想定しているのでしょうか。そして，前年度

は何件実際あったのか教えてください。 

○坂本生活安全課長 こちらは１件分となります。 

○今野副委員長 １件。 

○坂本生活安全課長 はい。前年度には執行がございませんでした。 

○今野副委員長 結構かかるんですね。 

○坂本生活安全課長 こちら予納金。裁判所の方に預けます予納金の方が５０万円ほど

かかりますので，そちらが主な支出になってございます。その他は収入印紙代とか，官

報に載せるための広告料とか，そういったものがかかりまして，５０万ということにな

っています。 

○吉田（千）委員 総務課長にお伺いしたいのですが，地域防災対策整備事業の中の防

災用移動無線の整備ということで，先ほどお話がありましたＩＰ無線の整備ということ

なんですが，これは具体的にどのいうふうにしてこの無線が使われていくのか，それを

ちょっと教えてください。 

○真家総務課長 今までのＭＣＡ無線はですね，かなりちょっと重量もありまして，あ

とはその室内で，室内から掛けた場合，かなりその電波のとおりが悪いということもご

ざいましたので，今回ＩＰ無線といいまして，ほぼ携帯電話と同じような重さで，形状

で扱いやすいと。電波のとおりもですね，今までに比べて非常にとおりがよいというこ

とで，先ほども説明させていただきましたけど，市の関係各課の他，駅ですとかインフ

ラのところですね。東電とか，ガス会社とか。そういったところに１００台設置しまし

て，災害時にですね，連絡が取りやすいような体制を取りたいと。今も取ってはいるん

ですけれども。さらに取りやすい状況に，体制を取ろうとしたものでございます。 
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○吉田（千）委員 ありがとうございます。そうしますと，災害時において使うという

ことで，こちらは市の方々が持っているのと，それからそういった団体の方が持って両

方で，相互に通信がしやすくなるという状況になるという認識でよろしいんですかね。

はい。ありがとうございます。 

○吉田（博）委員 財政課長，この最後のさ，公共施設の管理の基金。１億５，０００

万。当初予算に入れたというのは今年からだろうから，相当危機感があるような認識で

いいのかな。財政的には。 

○佐藤財政課長 施設の更新をこれから，一斉に更新の時代になってくるということで

ございまして，あとはその，財政調整基金もございますけれど，財政調整基金に積み立

てることに対して，国の方でも特定の総合施設の管理基金においても積み立てて行くべ

きということもございまして，おっしゃったように今後は更新とか修繕とか実際にかか

ってきますので，それだけ危機感を持って備えていくということから，計上させていた

だいたところでございます。 

○吉田（博）委員 確かに何でも基金とて，財政調整基金の方で積立ておいて，そこか

らいろいろ運用していくというような考え方よりは，目的でもって，目的の基金を立ち

上げるというのもいいかもしれないな。その方がな。はっきりしていてな。 

○佐藤財政課長 おっしゃるとおりでございます。この公共施設等総合管理基金という

のは，行政改革大綱にも位置づけさせていただいておりまして，このうち補正予算の方

でも出て来るんですけれど。そちらでも目的を持って，積立てをさせていただいている

というものでございます。 

○吉田（博）委員 大変いいことです。 

○久松委員 今の件だけど，積立ての目標など設定されているのですか。 

○佐藤財政課長 行政改革大綱では，毎年３億円を目標にしております。 

○久松委員 今回初めてだよね。 

○佐藤財政課長 積立てるのは初めてです。 

○久松委員 ８４ページの防犯灯の電気料金ですけど，２，２７０万で，今年度でＬＥ

Ｄ，１００パーセントになるよということなんだけれども。電気料金は前年度と比べて

減っているんでしょ。これ。 

○坂本生活安全課長 前年度が２，２３６万でしたので，ＬＥＤの方は，ほぼ９０パー

セント終わっていますので，電気料金は，これから横ばい。電気料金の単価が上がって

いけば上がっていきますし，下がれば下がるんですが，ある程度は横ばいの形になるか

と思います。 

○久松委員 昨年度でかなりＬＥＤが進んでいたから，あまり変わらないということか。 

○坂本生活安全課長 はい。 

○久松委員 了解。 

○島岡委員長 その他何かございませんか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 
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○羽成課税課長 第２項徴税費第１目税務総務費第２目賦課費についてご説明いたしま

す。８９ページをお願いします。第１目税務総務費は３億７，３１０万７，０００円で

前年度と比較して２，５９２万１，０００円。７．５パーセントの増となっており，その

主な理由といたしましては，人件費に関係する給料，職員手当，共済等が主な要因とな

っております。第８節の旅費から第１８節負担金補助及び交付金までは前年度と同様で

ございます。８９ページの一番下のところをお願いします。第２目賦課費につきまして

は，４，３１９万３，０００円で前年度と比較し１，２１１万５，０００円。２１．９パ

ーセントの減となっており，その主な理由といたしましては，令和３年度の固定資産税

の評価替えのための標準地鑑定委託料が終了したことにより，その分が減額したことに

よるものです。９０ページをお願いします。１２節委託料の主なものといたしましては，

税務地図情報システム委託料につきましては，課税のための基礎資料として活用してい

る地図情報システムへのデータに１月１日現在のデータを反映するため，土地の分筆や

合筆，家屋の追加，削除等の情報を整理するためのシステムの委託料となっております。

その下の土地評価委託料では令和３年度の評価替えに伴う市内への路線価の算定を委託

するものでございます。次に１８節負担金補助及び交付金につきましては，説明欄の全

国基地協議会負担金ほか７件の負担金となっております。下から２番目の地方税電子化

協議会負担金は，地方税の電子申告システム，エルタックスの運用経費を負担するもの

となってございます。次に一番下の軽自動車検査情報提供システムサービス利用負担金

は，軽自動車の登録情報をオンラインで利用するための負担金となります。軽自動車の

年度途中の登録，廃車等の移動情報や継続審査の情報を入力する負担金となります。説

明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○大橋納税課長 ９０ページ一番下の段。３目徴収費につきましては，５，００２万３，

０００円。前年度比較１８７万４，０００円の減。率にいたしますと３パーセントちょ

っとの減でございまして，徴収費全体では，ほぼ前年同様の計上でございます。大きな

ものでは１１節役務費の中で年々増加傾向にございます収納事務の手数料１，９４１万

７，０００円。それから９１ページの１２節コールセンター委託料１，１７０万円。さ

らに１９節の中で，茨城租税債権管理機構への負担金。９８８万１，０００円。この３

つが大きなものでございます。納税課からは以上でございます。 

○佐野市民課長 引続き９１ページの下段のですね，３項１目戸籍住民基本台帳費でご

ざいます。戸籍住民基本台帳費につきましては，９１ページから９２ページに記載がご

ざいますように，市民課の業務運営に要する経費でございます。２億４，１５５万９，

０００円の計上で，前年度と比較しまして，２，４４１万２，０００円。約１１．２パー

セントの増となってございます。増の主な理由といたしましては，非常勤職員の報酬の

引き上げ，職員手当等の支給及び戸籍システムの改修に伴う委託料等が増えたものによ

るものでございます。それでは主な内容につきましてご説明させていただきます。１節

報酬につきましては，パスポート窓口を含みます市民課窓口に従事する非常勤職員１９

名分の人件費でございます。前年度と比較しまして増額となっておりますが，増額の理

由といたしましては，マイナンバーカードの交付体制の強化に伴います非常勤職員の増
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及び非常勤職員の報酬，期末手当及び通勤手当の増によるものでございます。１０節需

用費につきましては，プリンタートナーなどの窓口業務で使用いたします消耗品のほか，

証明書発行に使用いたします偽造防止が施されました地紋紙などの購入費用が主なもの

でございます。１１節役務費につきましては，山ノ荘，宍塚，中村。市内３カ所の郵便局

におけます住民票，印鑑登録証明書，戸籍などの証明書発行にかかる手数料及びマイナ

ンバーカードの受付が交付で使用いたしますタブレット端末の通信費用でございます。

次のページ，９２ページをお願いいたします。１２節委託料でございます。この委託料

につきましては，平成１７年３月に電算化いたしました戸籍システムの保守委託料のほ

か，平成２８年４月に導入いたしました，マイナンバーカードを利用した証明書のコン

ビニ交付に伴いますシステム管理委託料。そして戸籍事務へのマイナンバー制度導入に

伴いまして，戸籍法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして，戸籍情報シ

ステムの改修に伴う委託料でございます。１３節使用料及び賃借料につきましては，コ

ピー機などの借り上げ料のほか，戸籍情報システムのハード・ソフトのシステム使用料。

パスポートの収入印紙，証紙の券売機の借り上げ料でございます。１８節負担金補助及

び交付金につきましては，住民票等の証明書，コンビニ交付に伴い発生します，コンビ

ニ交付に伴い発生いたします市町村負担金や国から１０分の１０の補助を受けてマイナ

ンバーカードの発行などの事務を委任する経費として，国の機関であります地方公共団

体情報システム機構。通称Ｊ－ＬＩＳと申しますが，こちらに支払います個人番号カー

ド関連事務交付金などでございます。市民課からの説明は以上でございます。 

○真家総務課長 ２目の住居表示整理費についてご説明いたします。こちらにつきまし

ては，住居表示街区案内版の修理費，さらに行政区表示板の撤去費用等となってござい

ます。９３ページをお願いいたします。４項選挙費１目選挙管理委員会費でございます。

こちらの令和２年度予算は前年度比で１７．９パーセント増の２７８万２，０００円の

増となってございます。要因といたしましては人事異動の想定といたしまして職員の給

料，共済費の増によるものでございます。こちらにつきましては，選挙管理委員会の委

員及び事務局職員にかかる人件費，事務経費となってございます。ちなみに来年度につ

きましては選挙の予定はございませんが，選挙があるとすれば，今，東海第二原発の県

民投票の署名を集めてございまして，規定数に達しましたが，こちらの住民投票条例案

が，県議会をとおるかどうかにかかってございます。９４ページをお願いいたします。

５項統計調査費１目統計調査総務費でございます。こちらにつきましては，統計事務職

員の人件費のほか，長年統計事務に携わっております統計調査員への表彰関係の費用。

さらには茨城県統計協会への負担金などとなってございます。２目国基幹統計調査費で

ございますが，こちらにつきましては，前年度比で７０４パーセント増。こちら５，５

７３万４，０００円の増となっておりますが，こちらにつきましては，令和２年度に予

定されております国勢調査によるもので，その経費とそれにかかる人件費，消耗品等と

なっております。３目県基幹統計調査費につきましては，毎年行ってございます常住人

口調査に伴う消耗品の購入費等となってございます。説明は以上でございます。 

○武藤監査事務局長 監査委員費でございます。９５ページをご覧ください。主な節に
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ついてご説明いたします。１節報酬につきましては，監査委員２名の報酬でございます。

２節給料から４節共済費につきましては，職員４名分の人件費でございます。８節旅費

につきましては，全国及び関東，県といった都市監査委員会の総会及び研修会等に出席

するための，事務局職員の旅費並びに監査委員の費用弁償でございます。１２節委託料

については，工事監査を行う際に専門技術者に工事技術調査を業務委託するための費用

でございます。１８節負担金補助及び交付金におきましては，都市監査委員会負担金及

び監査委員及び職員の研修等への参加費用でございます。監査委員費については、以上

でございます。 

○坂本生活安全課長 １０７ページをお願いいたします。３款民生費１項社会福祉費７

目消費者行政費のご説明をさせていただきます。主な支出は，消費生活センターにおけ

る相談業務や啓発活動に伴う経費等でございます。主な内容でございますが，１節報酬

は，消費生活相談員３名分と非常勤職員１名分と消費者教育推進地域協議会委員４名分

の報酬でございます。７節報償費は，消費者と行政を結ぶ役割を担っております消費生

活モニター１５名のものと，くらしのセミナーの講師謝礼及び相談員が弁護士からアド

バイスを受ける際の相談報酬となっております。８節旅費は，相談員が神奈川県相模原

市にあります国民生活センターなどでの宿泊を伴う研修を行うための交通費と宿泊費で

ございます。１０８ページをお願いいたします。１２節委託料は，土浦市消費生活連絡

協議会に委託します消費生活展開催の委託料でございます。説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

○五来環境衛生課長 １２７ページをお開き願います。４款衛生費２項環境衛生費でご

ざいます。１目環境衛生総務費につきましては，主に環境美化，害虫駆除，動物愛護に

要する経費となります。１２節委託料は，所有者からの依頼によります空地の草刈や河

川堤の草刈，ススメバチの駆除の経費でございます。１２８ページをお開き願います。

１８節負担金補助及び交付金です。高度処理型合併処理浄化槽設置及び旧型の単独処理

浄化槽の撤去及び令和元年度から追加となりました転換に伴う宅内配管に対する補助金

が主なものでございます。２目斎場費です。１２節委託料は，令和３年度まで協定を締

結しております市営斎場指定管理者指定管理料でございます。１３節使用料及び賃借料

は，葬祭業者がインターネット経由で斎場の予約や空き状況の確認を行います予約関連

システムの使用料でございます。１４節工事請負費は，定期的に部品の交換が必要な火

葬炉の改修費用でございます。３目市営霊園費です。市が管理運営をしております国分，

並木，今泉第１，第２の４つの市営霊園の維持管理費でございます。１２９ページをご

覧ください。３項清掃費です。１目清掃総務費。こちらは職員３４人分の人件費のほか，

各清掃関係団体への負担金でございます。２目ごみ処理費です。主に家庭から排出され

るごみや資源物の収集運搬等でございます。新治広域からの脱退によりまして運営費の

負担金が減となりましたが，消費税の増税，そして指定ごみ袋の作成枚数を今年度実績

に基づいて増加をしたこと。リサイクル率の上昇に伴います生ごみ，容器包装プラスチ

ックの処理量の増により，３，７５３万１，０００円の増となっております。７節報償

費は，町内分別収集還元金及び子ども会廃品回収奨励金でございます。１１節役務費は，
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指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の販売店に支払う手数料です。次のページにまたがって

おりますが，１２節委託料は，ごみ収集運搬業務やビン，カンなどの資源物の収集運搬

業務，容器包装プラスチック，生ごみ分別収集事業のための経費また有料化ごみ袋の製

造委託料等でございます。１３０ページの中ほどになりますが，１８節負担金補助及び

交付金は，１２月議会で債務負担行為を設定いたしました新治地方広域事務組合の施設

解体にかかる負担金及び生ごみ処理容器の補助でございます。３目し尿処理費です。こ

ちらは市内から発生するし尿の収集運搬業務に係る委託費用並びに新治地区のし尿の処

理を行っております湖北環境衛生組合への負担金等の経費でございます。４目衛生セン

ター費です。こちらは，土浦市地区から発生するし尿及び浄化槽汚泥を粕毛町にありま

す衛生センターにおいて処理するための経費。そして令和２年度中の完成を目指してお

ります汚泥再生処理センター整備に係る経費でございます。こちらの汚泥再生処理セン

ターの整備にかかる年割ですね，年割額が令和２年度が大きくなっておりますため，衛

生センター費の総額が前年度より１３億ほど増加しております。１３１ページでござい

ますが，１２節委託料は，施設から発生いたします脱水汚泥の運搬処分のほか，水処理

施設の運転管理業務。さらには汚泥再生処理センター整備工事の管理業務委託等でござ

います。１４節工事請負費です。し尿処理施設整備工事は衛生センターの機械類の必要

最低限の定期整備，そして汚泥再生処理センターの整備工事費でございます。５目清掃

センター費です。こちらは中村西根にあります清掃センター及び白鳥町にあります最終

処分場の管理運営に係る経費でございます。１３２ページをお開き願います。１０節需

用費は，工業用薬品や機械用部品，電気料が主なものでございます。１２節委託料です。

こちらは１３３ページまでまたがっておりますが，１３２ページの一番下，ごみ焼却，

粗大ごみ処理施設運転管理委託業務につきましては，清掃センターにおきまして，３８

人体制で２４時間ごみの焼却及び処理に当たっているものでございます。１３４ページ

をお開き願います。１４節工事請負費は，清掃センター及び最終処分場の機器の定期整

備工事でございます。説明は以上でございます。 

○佐賀環境保全課長 １３４ページの下段からお願いいたします。１目環境保全対策費

でございます。主に公害防止や地球温暖化対策，霞ヶ浦の水質浄化などを目的としたも

のでございます。２年度の予算につきましては，１億４２９万６，０００円でございま

して，昨年度と比較いたしますと，１，８６２万５，０００円の１５パーセントほどの

減となってございます。減額となりました主な理由でございますが，地球温暖化防止計

画の策定，それからＰＣＢの廃棄物の処分が使用中を除きまして終了したということの

ためでございます。それでは１節報酬でございます。こちらは，環境計画進行管理委員

会３名分の委員及び会計年度任用職員２名分の報酬となります。７節報償費でございま

すが，環境教育に係ります講師の謝礼となります。１３５ページをお願いいたします。

１１節役務費でございます。手数料につきましては，騒音計や振動計，放射線測定器な

どの機器の校正手数料でございます。１２節委託料でございます。主に変更のあった事

業について説明をさせていただきたいと思います。下から４つ目でございます生活排水

路浄化施設管理委託料。一つ下の汚泥収集運搬委託料。もう一つ下の汚泥処理委託料に
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つきましては，沖宿にございます生活排水の浄化施設の委託でございます。昨年までは

施設から出る汚泥の処理を単独で実施をしておりましたが，下水道施設等の汚泥の処理

と日程を合わせることで安価に処理できる見込みになりましたことから，運搬と処理の

委託を分けたものでございます。続きまして，１８節負担金補助及び交付金でございま

す。１３６ページの方をお願いいたします。補助金の１つ目でございます住宅用環境配

慮型設備導入補助金につきましては，住宅に環境に配慮した設備を新たに設置する市民

の皆様に設置費の一部を補助するものでございまして，家庭用燃料電池システムいわゆ

るエネファーム及び定置用のリチウムイオン蓄電システム。こちらを設置する方にそれ

ぞれ補助単価１台当たり５万円。合計で３０台分となります１５０万円を補助するもの

でございます。財源につきましては，茨城県からの補助金が１０分の１０となっている

ものでございます。説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 

○嶋田消防総務課長 １７９ページをお願いいたします。８款消防費についてご説明い

たします。１目常備消防費につきましては，令和２年度予算１６億２，９３６万４，０

００円に対し，令和元年度は，１６億１，６４１万１，０００円で，１，２９５万３，０

００円の増額につきましては，３目の消防施設費の一部が似通った事業であるというこ

とで，１目常備消防費に移動し，業務の効率化を図ったため，金額の増に見えるもので

ございます。１８０ページをご覧ください。１４節工事請負費で防火水槽解体工事費，

２００万円が新規でございますが，他は令和元年度とほぼ同様となってございます。１

８１ページ中段から１８２ページ中段をお願いいたします。２目非常備消防費。令和２

年度予算７，２７２万９，０００円に対し，令和元年度の７，４０８万２，０００円で，

１３５万３，０００円の減額となっております。この理由の一つとして７節報償を過去

３年の平均で算出しているため，減額となっているほかに１２節委託料の消防団員健康

診断委託料の減額がございます。これについては，働いている方は健康診断を事業所で

受けてもらうことを促進しておりまして，今までは事業所と団の健康診断とダブルで受

けていた方もいらっしゃるようで，それを団の方で１回にしてくださいというように説

明したものでございます。これは公務災害補償金の方で健康診断は受けるべきところで

受けていただきたいというような方針が出されているので，このような結果となってお

ります。続きまして，１８２ページの中段をお願いいたします。３目消防施設費。令和

２年度予算１億１，７９２万１，０００円に対し，令和元年度は１億１，３７９万５，０

００円で,４１２万６，０００円の増額でございます。これは高規格救急車の購入及び茨

城消防救急無線指令センター機器更新にかかる負担金の増加が理由でございます。続き

まして，１８２ページ。一番下になります。４目水防費でございますが，令和２年度は，

６０万９，０００円。令和元年度は６１万３，０００円となり，４，０００円の減額とな

っております。説明は以上となります。 

○佐藤財政課長 ２１９ページをお願いします。１０款公債費でございます。公債費全
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体では１億９，１５７万５，０００円と３．４パーセントの増を見込んでいるところで

ございます。１目元金でございますが，元金は，２億４，００４万９，０００円。４．６

パーセント増でございまして，説明欄の長期債償還金。こちらについてでございますが，

こちらは前年度から３億４００万余円６．４パーセントほど増となっているところでご

ざいまして，こちらは大事業であります２８年度の借入れ。こちら３年据え置きとなっ

ておりますが，それの元金償還が開始していたということでございます。説明欄の市場

公募債一括償還金とありますが，これは例年の大好きいばらき県民債。これを平成２８

年に県と６市で共同で４０億円を発行した市場公募債のうち，土浦市分２億円でござい

ましたが，こちら５年の満期到来に合わせまして一括して借り換えて償還するものであ

ります。過年度借換債償還金。こちらにつきましては，全体からの歳入の市債でもご説

明いたしました通り，平成２１年度の銀行債を契約である借り入れ条件により１０年経

過により利率を見直して，新たに借り換えるというものでございます。こちら市場公募

債一括償還金と過年度借換条件付発行債繰上償還金は，借り換えなので，理論上，貸し

て同額借りる。相殺されますので，まあ，いってこいでございますので，こちらを除い

た実質の長期債元金については，先ほども申し上げましたとおり，３億４００万余円６．

４パーセントほど増になっているものでございます。２目利子でございます。こちらに

ついては，利率の低下及び過年度借入分の利率の見直しなどによりまして，４，８４７

万１，０００円。１５．１パーセントほど減少しているというものであります。３目公

債諸費。先ほど市場公募債の償還に係る手数料でございます。元金については，令和４

年ごろまでがピークとなるものでございます。２２１ページをお願いします。１２款予

備費でございます。予備費は，突発的な災害や施設老朽化による増加する緊急修繕に対

応するため，７，０００万円の計上であります。 

○嶋田消防総務課長 １４ページ。第２表債務負担行為でございます。茨城消防指令セ

ンターの古くなった指令センター無線機器で，部分的に交換するものでございます。茨

城救急無線指令センター運営協議会の負担金といたしまして，令和３年度から令和４年

度までの２か年で５，２２１万９，０００円の債務負担行為での負担措置をお願いいた

しますものです。財源といたしまして，防災対策事業債での地方債充当を予定しており

ます。説明は以上となります。 

○佐藤財政課長 １５ページでございます。第３表地方債でございます。こちらは全体

会の歳入でもご説明いたしましたが，令和２年度に予定しております起債の目的，汚泥

再生処理センター整備事業等の全部で２０件ほどの起債の限度額，記載の通り償還方法

を予算の第３表で定めるというものでございます。１６ページをお開きいただきたいと

思いますが，１番下の合計欄でございますが３９億４，６１０万７，０００円となって

おります。こちらでございますけれど，前年度は６７億１，７００万余円ということで

ございましたので，こちら学校給食センター，それから市民会館耐震化等がございまし

た関係上増となっておりましたが，こちらが減になったことから，前年度比では２７億

７，１００万余円。４１パーセントと大きく減となっているものでございます。説明は

以上でございます。 



28 

 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

○吉田（博）委員 消防嶋田課長さ，１８２ページの第３目の消防施設費なんだけれど

も。３目消防施設費ね。前年度からの予算だと４００万ちょっとしか多くないんだけれ

ども，救急車を買うよね４，３００万のね。その４，０００万からのを買うんだけれど

も，全体的には４００万円しかアップしていないというのは，今回削っているところが

前年度からあるのかな。どこか削っているところが。 

○嶋田消防総務課長 ３目の費目の中で１目に移動したものがございますので，その分

の減りはございます。 

○吉田（博）委員 １目に移動。 

○嶋田消防総務課長 １目の方が逆に増えている結果が出ています。 

○吉田（博）委員 １目常備消防。 

○嶋田消防総務課長 １目常備消防費でございます。 

○吉田（博）委員 何を移動したの。 

○岡野消防総務課主幹 ３目消防施設費より１目常備消防費につきまして，車両や施設

の管理事業費というものが，重複していたものがございましたので，そういった部分を

消防施設費より常備消防費の方に移動させていただたい形でございます。 

○吉田（博）委員 目でもって移動したということね。それならわかる。了解。 

○久松委員 １８０ページの工事請負費。防火水槽解体ですが。なんで防火水槽解体す

るのですか。 

○嶋田消防総務課長 この事業は，新しくできる６号バイパスのちょうど上に防火水槽

がありまして，ちょっとそこで使用するのも危険度が増しますことから，使用は出来な

いということで，国の方からも移動してもらえませんかというようなことが来ておりま

して，解体するものでございます。 

○久松委員 １基。 

○嶋田消防総務課長 １基でございます。 

○久松委員 ずいぶんお金がかかるんだね。解体するのに。こんなにかかるの。 

○嶋田消防総務課長 はい。２００万です。 

○島岡委員長 その他何かございませんか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは，分科会としての賛否を確認いたします。この予算について，

賛成とする方は，挙手を願います。 

（挙手）（賛成７） 

○島岡委員長 反対の方，挙手をお願いします。 

（挙手）（反対０） 

○島岡委員長 全会一致ということにさせていただきます。予算特別委員会分科会の審

査はこの程度といたします。予算特別委員会ですが，３月１８日午前１０時から全体会

となりますので，よろしくお願いいたします。暫時休憩いたします。午後１時再開とい

たします。 
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（午後０時 休憩） 

（午後１時 再開） 

○島岡委員長 休憩前に引き続き，会議を再開いたします。議案第２４号町の区域の変

更についてを議題といたします。執行部より説明を願います。 

○真家総務課長 １５ページをお願いいたします。議案第２４号町の区域の変更につい

てご説明いたします。１といたしまして，中荒川沖町へ変更する区域は荒川沖東三丁目

７２０番の７ほか４筆でございます。２番目といたしまして変更する理由でございます

が，当該土地は，荒川沖東三丁目にあるにも関わらず，荒川沖駅の西口に位置している

状態にございまして，一般的な認識では，場所の把握に混乱をきたすため，隣接の中荒

川沖町に町名を変更するものでございます。３番目の変更内容といたしましては表のと

おりとなってございます。１４ページをお願いいたします。こちら議案でございます。

本市の町の区域を別添の変更調書のとおり変更することにつきまして，地方自治法第２

６０条第１項の規定により，議会の議決を求めるものでございます。１７ページが変更

調書でございます。荒川沖東三丁目７２０番の７ほか４筆の土地の区域を中荒川沖町へ

変更するものでございます。１８ページをお願いいたします。本議案に関わります地主

からの要望書でございます。１９ページをお願いいたします。こちらが位置図でござい

まして，網掛けの区域が当該土地にあたります。そして，破線が現在の荒川沖東三丁目

と中荒川沖町の町界で，これが実線部に町界が変更になるものでございます。最後に２

０ページが公図になります。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第２４号町の区域の変更については，原

案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第２４号町の区域の変更について

は，原案どおり決しました。 

 次に，議案第２６号令和元年度土浦市一般会計補正予算（第８回）第１表歳入歳出予

算補正歳入全部，歳出中第２款（総務費），第４款（衛生費）ただし第１項（保健衛生費）

を除く，第８款（消防費），第１０款（公債費），第３表地方債補正を議題といたします。

執行部より説明を願います。まず，歳入及び第３表地方債補正について，関連がござい

ますので一括して執行部より説明願います。 

○佐藤財政課長 議案第２６号一般会計補正予算の歳入について，追加議案書の１０ペ

ージをお願いします。歳入歳出補正予算の事項別明細書の歳入でございます。この第８

回補正予算につきましては，今補正は，歳入合計欄にもありますが，７億９，７６８万

３，０００円を増額して，総額５４７億３，０１７万５，０００円とするものでありま

す。それでは款項目節ごとにご説明しますので１２ページをお開きください。１款市税

でございます。市税は決算見込に基づき計上するものでございまして，市税総額では６

億３，１２６万５，０００円。０．５パーセントの増額でございまして，主な増減要因で
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ございますが，１項市民税でございまして市民税は６億８，１２８万３，０００円で６．

５パーセントの増となっております。１目個人の現年度分については，見込みより個人

所得が増となったことや過年度については，収納率の向上により増となっております。

２目法人については，企業の業績の回復等によりまして収入の増等により増となってお

ります。２項固定資産税でございますが，主に新規の設備投資に行われたことによりま

して償却資産が増等があったことによりまして５，５２２万４，０００円で０．６パー

セントの増額計上でございます。          

３項軽自動車税でございます。補正増額は６１９万８，０００円で１．９パーセントの

増となっております。車両台数については，新規の台数は予算編成時の見込みよりも，

１３年を経過すると課税が重課となる制度がございまして，その車両が想定より増とな

っていることなどにより増ということでございます。４項のたばこ税でございます。こ

れは当初のたばこ売渡し本数が減となったことによりまして，例年の傾向でございます

が，本数の減が止まらないということでございまして，１億１，２５０万６，０００円。

９．２パーセントの減となっているところであります。１３ページの５項都市計画税は，

固定資産と連動して増となっているところでございます。２款の地方譲与税から１４ペ

ージの６款地方消費税交付金。こちらは県の見込み通知によりまして，前年度の確定見

込により増減するものであります。９款環境性能割交付金でございますが，こちらの制

度は自動車取得の際に環境性能の割合によって課せられるというところでございますが，

その６５パーセントが道路・延長面積に応じて市に交付されるものでございます。こち

らも県の見込みによりまして，７３９万９，０００円。３２．０パーセントの減額して

いるところでございます。１５ページにまたがっておりますが，１０款地方特例交付金

でございまして，こちらは補正額は４４３万８，０００円。３．９パーセント増ですが，

県から通知される実交付額に合わせて補正するものであります。交付金の内容でござい

ますが，説明欄の住宅取得控除の減収分。それから自動車税減収補填特例交付金は，自

動車取得税にかわって導入された環境性能割で県で徴収して市町村に交付されると。そ

れから１５ページの軽自動車税減収補填特例交付金は，軽自動車に係る環境性能割と。

これは市税として徴収されるものでございまして，いずれも消費税の引上げに合わせて

令和２年度まで環境性能による税率を１パーセントずつ減税されることからこの減収分

が交付されるというものであります。続きまして，１４款分担金及び負担金でございま

して，こちらも決算見込みに増減を補正するものでございます。１目の民生費負担金。

こちらは７８１万３，０００円。１．５パーセント増ですが，２節障害児デイサービス

等負担金は，児童デイサービス利用料の９割分が国保連合会から歳入されるというもの

でございまして，当初見込みより利用が増えているということでございまして，増額補

正をするものでございます。また，１５款の民生使用料でございますが，こちらは９３

万４，０００円。０．１パーセントこちらは減となっております。こちらは児童デイサ

ービスの保護者負担分となるものでございますが，こちらは今般の幼児教育無償化によ

りまして，３歳児から５歳児までは無償化となったことから減額となるものでございま

す。１５款国庫支出金でございまして，国庫支出金も事業費の確定や決算見込に基づき
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まして全体では３億９，５５３万４，０００円。４．９パーセント減額しているもので

ございます。まず，１項の国庫負担金でございまして５，７４６万円，１．１パーセント

の増となっているところであります。１目民生費国庫負担金の１節国民健康保険事業費

負担金は，保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて平均保険税の一定割合を

補填するもので，県から通知を受けて実績に応じて増とするものでございます。７節 生

活保護費負担金。こちらは扶助費の４分の３の負担金でございまして，主に受給者の医

療扶助。こちらが伸びておりますことから増額ということでございます。９節の介護保

険事業費負担金。こちらは介護の１号保険者に対しまして公費による保険料軽減をする

と。こちらは制度としまして国２分の１・県４分の１・市４分の１で補填するものでご

ざいますが，軽減額の実績により歳入も国と県の負担金を減額しているものでございま

す。１６ページをお願いします。２項国庫補助金でございます。２項国庫補助金は１億

２５１万１，０００円。２８．７パーセントの減となっております。１目総務費国庫補

助金は，マイナンバーカードの交付事業費補助金で交付に関する事務費等が全国のマイ

ナンバー発行を受け持っているＪＬＩＳへの委託料の歳出の請求に基づき１０分の１０

の補助されるものでありまして，全国的に交付枚数については増となっていることなど

から，本市においても２，２４８万４，０００円，９８．６パーセント増額計上するもの

でございます。２目民生費国庫補助金。３節の児童福祉費補助金でございますが，こち

らは説明欄にありますが保育体制強化事業費補助金というもので，こちらは保育士さん

の周辺業務の従事する方への配置への報酬等への補助金に対するものですが，当初８か

所からの補助を想定していましたが，その半分の４か所にとどまったということから減

額するというものでございます。６節プレミアム付商品券事業費補助金でございまして，

こちらは，今回消費税の引き上げに対して，３歳未満の子育て世帯や非課税世帯に対し

てプレミアムを５，０００円のある商品券を２万５，０００円で販売するものに対して

１０分の１０の補助金ですが，当初は，対象者非課税世帯・子育て世帯を２万７，４０

０人ほどで概算要求していましたが，最終的に申し込みは，１万人程度と見込まれるこ

とから，特に非課税世帯が少なかったということで，歳入歳出ともに事務費とも減額す

るものでございます。４目教育費国庫補助金は，こちらは私立幼稚園の就園奨励費に対

する３分の１の補助金でございましたが，今般の幼児教育の無償化に伴って，歳出も必

要がないということで減額するものでございます。４項国庫交付金でございまして，全

体費は３億５，０４８万３，０００円。１２．９パーセントの減となっているところで

ございまして，２目 民生費国庫交付金は，説明欄にもありますが保育所等整備交付金

の減というものでございまして，こちらは売却した桜川保育所と第二幼稚園について，

民間事業者が整備する際の補助金でありますが１億５，０３６万円減となっているとこ

ろでございますが，こちらの要因といたしましては桜川保育所が民間事業である桜川保

育園。祥風会ですね，の整備事業費が確定により減となったものと，第二幼稚園の民間

事業である認定こども園もみじ園に関しては，当初，１年で終了予定でしたが，既存の

増築と新築の耐震工事を施す関係で，２か年事業に変更となり，事業費も 2 か年に分か

れたことによる単年度事業費の減となったことと，交付金は，保育部分と教育部分と別
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れて交付されますが，当初両方とも国補助で予算化していましたが，教育部分の文科省

の補助金については，県を経由される補助金となることから，便宜上県補助に付け替え

られたためにその分減となることというものでございます。これは後ほど県補助金の方

で増となって出てくるものでございます。続きまして，説明欄の二段目でございますが，

子どものための教育・保育給付交付金については，私立保育園に対する給付費に対する

補助金でありますが，対象となる施設や広域入所児童の増によるものでございます。６

目土木費国庫交付金。こちらは１節道路橋梁費交付金の説明欄の上段。狭あい道路交付

金がございますが，こちらは当初３０年度終了予定であった狭あい道路に関する指定道

路台帳の整備。こちらに交付金があったものでございますが，これが今年度も該当とな

るいうことからその分を増額計上したというものでございます。その下の道路維持補修

費交付金につきましては，事業費確定に伴う減額でございます。２節河川費交付金。こ

れは，例年の特定防衛施設周辺整備調整交付金でございまして，こちらは防衛相の予算

等の交付が決定による確定金額による減であります。３節都市計画費交付金。これは，

各社会資本整備総合交付金でございまして，説明欄の事業に関して当初見込と内示額の

減及び事業確定に合わせて歳出とともに減するものでございます。７目教育費国庫交付

金。１節耐震補強及び大規模改造工事費交付金となっておりますが，こちらの小学校費

交付金は，下高津小学校・荒川沖小学校の非構造部材耐震化工事ですが，入札の減など

による工事費の確定による減額でございます。１７ページをお願いします。２節社会教

育費交付金でございますが，市民会館の耐震補強工事に対する交付金でございます。こ

ちらは国費額の配分が減になったということで減額補正をしているものであります。続

きまして１７款県支出金でございます。全体では７２１万９，０００円，０．２パーセ

ントの減となっているところでありまして，主に国庫支出金と合わせて同内容で補助率

に合わせて増減しております。主なものについて説明をいたします。１項県負担金でご

ざいますが，こちら１目の民生費県負担金。こちらは，法に位置付けられた介護や国保

に対する軽減措置に対して市のルール分の繰出金であり国庫負担金と同様に確定値に合

わせて整理するというものでございます。こちら負担率については，国が２分の１とな

るところ，県が４分の１又は４分の３となっているところであります。次に２項県補助

金でございます。２目の民生費県補助金でございますが，こちらは５節の児童福祉費補

助金。上段こちらは国と同様の保育事務補助員の雇用等に関する補助金で減額。下段の

認定こども園施設整備費補助金についてでございますが，こちら先ほど国庫補助金でご

説明いたしましたが，桜川保育園・もみじこども園に対する整備補助に関するものでご

ざいますが，もみじ園に関する補助金に関しては，当初国補助で予算化していましたが，

文科省の補助金は県を経由される補助金となることから便宜上県補助金に付け替えたた

めの増額となっております。３目衛生費県補助金は，合併浄化槽関係の設置。それから

４節の単独浄化槽の撤去費補助金は，設置や撤去数が想定より減となったことからの減

額でございます。説明欄の森林湖沼環境税分とあるのは県の上乗せ分ということであり

ます。こちら実績は，２２基の内撤去８基を見込んでいましたが，新設１０基，撤去２

基となったことによる減額となっております。１８ページをお願いします。４目農林水
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産業費県補助。１節の農業費補助金でございます。説明欄の上段は，農業人材力強化総

合支援事業費補助金でありますが，新規就農者への生活支援等の補助金でございまして，

個人に対して年１５０万円・夫婦に対してはその１．５倍の２２５万円を支給し，県か

ら１０分の１０補助というものでございます。こちら当初新規個人を６人・夫婦を１組

で見込んでいたところでございますが，個人の方新規３名にとどまったことによりまし

て，歳出と合わせて減額するものでございます。２節の林業費補助金については，説明

欄の身近なみどり整備推進事業費補助金でございまして，こちらについては当初の見込

み６００万円に対して，条件などから申し込みが少なく，２７０万円に減額をするもの

でございます。５目土木費県補助金は，国土調査費に対する補助額内示による減額でご

ざいます。３項県委託金１目 総務費県委託金については，参議院選挙の事業費確定に

よる歳出と同額の減でございます。４項県交付金でございまして，４目の農林水産業費

県交付金１節農業費交付金でございますが，機構集積協力金の減とありますが，こちら

については機構集積協力地域が大幅に減となったことによる減額補正でございます。５

目教育費県交付金でございます。こちらは茨城国体の補助対象事業費に対して３分の２

が補助されるものですが，概算要求をしておりましたところ事業費が確定したことによ

って減額するものでございます。 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

○久松委員 １６ページのプレミアム商品券の補助金。これは対象の人員と実績と。数

字わかりますか。 

○佐藤財政課長 当初，非課税世帯が２万４，６８２世帯。それから子育て世帯が２，

７３５世帯を想定していました。実際申し込みがあった方は，非課税世帯が６，６００

世帯。逆に子育て世帯は３，４００世帯と多かったということで，合計１万世帯程度に

とどまっております。非課税世帯の方は２万５，０００円という。販売をするので，申

し込みの段階でそこも少なかったというところもあるというものです。全国的な傾向で。 

○久松委員 これプレミアム商品券は，どういうふうになっているんだっけ。いくらの。 

○佐藤財政課長 ２万５，０００円を２万円で買えると。５，０００円のプレミアムと。 

○久松委員 まあ，非課税世帯で２万円を一度に出すのは，きついんだよな。わかりま

した。 

○吉田（博）委員 今の久松委員のあれだけど。前回のプレミアム商品券の時には，国

から非課税世帯に対してお金がいったんですよ。そのお金でもってみんな買ったから非

課税世帯も買ったんだけれど。今回はそのところを踏まないから，子育て世帯はどんど

ん買っているけれどな。その見誤りだと思うんだよな。 

○久松委員 一度に２万円も出すというのは大変だよ。 

○吉田（博）委員 そうだよ。自腹で出すということは出来ないということ。 

○吉田（千）委員 みなさんと同じ意見なんですが，あのプレミアム商品券。一応４，０

００円で５，０００円分ずつ分割しても買えるというシステムにはなっていたようなん

ですね。 

○佐藤財政課長 はい。そうです。 
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○吉田（千）委員 そうは言っても中々自分でね，４，０００円を出して１，０００円の

プレミアムという状況にはなるんだけれど，その辺が大変難しかったのかなというのと。

具体的に何かそのほかに，これがうまくいかなかった要因というものについて，何かそ

のほかのことでございますか。 

○佐藤財政課長 どうしても非課税世帯の方が，お年寄が多いということがございまし

て，中々申し込みまで行かないというのと，その使うところ。そういうところもちょっ

と根回しというところがあったのかなというのは担当課は話をしています。 

○久松委員 子育て世帯，人数をもう一回教えてくれる。 

○佐藤財政課長 子育て世帯は，当初想定では２，７３５世帯。 

○久松委員 実績は３，０００件ということはどういうこと。 

○佐藤財政課長 これは当初は見込みがちょっと難しかったということで，単純に住民

票の世帯で，世帯で２，７３５世帯あったということなんですけれど。実際そこにお子

さん１人いれば１件ということなので，若干増えている。１人についてということで。 

○久松委員 １人についてだから。そういうことか。はい。わかりました。了解。 

○篠塚委員 市税のたばこ税に関して，これは電子たばこも増税になって，加えられた

金額でしたっけ。ちょっと確認させていただいて。 

○羽成課税課長 補正の売り上げ本数については電子たばこも加わっております。 

○篠塚委員 電子たばこは年度途中からでしたっけ。最初から入っていたんでしたっけ。 

○羽成課税課長 年度当初からです。 

○篠塚委員 じゃあ，たばこを吸っている人が少なくなったということですね。単純に

売り上げが減ってきたというこの減額の理由は。 

○羽成課税課長 はい。全体的にたばこを吸っている喫煙者の方が少なくなってきたと

いうことです。 

○佐藤財政課長 一応参考までに当初売り渡し本数として２１万５，０００本を見込ん

でいたんですが，それより２万本減の１９万５，０００本ということで，やっぱり本数

の減が止まらないということです。 

○島岡委員長 その他何かございませんか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤財政課長 １９ページにまたがってますが，１８款財産収入でございます。１項 

２目利子及び配当金。こちらは，今年度の基金の利子の計上でございます。１９款。こ

ちらは１９ページ。寄付金でございます。２目民生費寄付金でございまして，こちらは

２名と２団体４件から福祉のために使っていただきたいという寄付があったというもの

であります。２０款繰入金でございます。１項基金繰入金でございますが，１目財政調

整基金繰入金。こちらは、当初予算は５億万円の予算計上しておりましたが，年度中に

２億７，８６８万６，０００円を補正予算に際して減額計上しましたので，こちらは補

正前の予算額にもありますとおり予算減額で２億２，１３１万４，０００円について，

最終では減額補正し，本年度財政調整基金の繰入は無しとしているところでございます。
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２目市債管理基金繰入金。こちらも同様で，繰入れは無しとするものでございます。３

目協働のまちづくり基金繰入金については，当初都市計画課のハード事業，市民活動課

の地域公民館整備事業及びソフト事業に５，０７４万円を計上しておりまして，市民提

案型ソフト事業は，継続の２件，新規５事業を見込みましたが，継続２件と新規２件と

いうこともありまして，ハード事業の方は市民提案型，景観形成型など９事業を見込み

ましたが該当がなかったということで，総繰入金は３，３６５万６，０００円となった

ことから，当初予算との差額分１，３３０万９，０００円を補正減するものでございま

す。７目の市立学校施設整備基金繰入金でございますが，こちらは大岩田小学校のプー

ルの目隠しフェンス工事に当初４２０万円の繰入れの予定でしたが，そのあと基礎工事

が追加で必要となったことから，後から４０万１，０００円を追加で繰入れたことによ

りまして増額して最終的には４６０万１，０００円を繰入れしたということになります。

続きまして２０ページでございます。２０款繰越金でございます。繰越金につきまして

は，平成３０年度の剰余金の残りを最終予算化するものでございます。２２款諸収入で

ございます。３項貸付金元利収入でございまして，１節の興農関係融資貸付金。これは，

苗の購入などに対する融資申し込みが少なかったということから，市からの歳出である

貸付金を減額する。そのため，元金収入も同じ額を減額計上するというものであります。 

４項の受託事業収入の３目土木費受託事業収入は，神立西口停車場線と神立駅西口通線

を結んで，暫定供用開始するに当たりまして，効率性の観点から西口通りの区画整理地

内の工事を停車場線工事と一体公園街路課で工事を行うこととしたために一組からの受

託工事収入として計上しているものであります。５項でございますが，雑入でございま

すが，雑入では説明欄の一番上，コミュニティ事業助成金は，宝くじの収益金の中から

町内会の祭事などに対する２５０万円の助成ですが，今年度２件を予定しておりました

が，１件が不採択になったため，減をするというものでございます。その下の空き地の

草刈は実績による減。その下，多面的機能支払交付金返還金の減となっておりますが，

こちらは交付額とそれから返還する額の差額を返還するものですが，当初，各団体から

の返還予定額で予算を計上しましたが，最終的な調査で実績が上回ったと。返還金が少

なくなったという団体が１団体あったということから，返還金額については減額するも

のであります。中段の土浦全国花火競技大会協賛金については，大口スポンサーが集ま

らなかったことによる減。それから市町村振興宝くじ交付金は，ハロウィンジャンボ宝

くじの収益の一部が配当交付されるもの。それから神立駅西口自転車駐車場整備負担金

は，工事費の減によります，かすみがうら市からの負担金の減であります。一番下ネー

ミングライツ収入については，当初，川口野球場，それから陸上競技場その他の３件の

新規を見込んで５３０万円の予算計上をしておりましたが，最終的には，川口野球場の

２００万増額するというものと新規として，水郷プール，それから南部地区運動広場，

それから新治運動公園野球場。こちらの月割りなどを含めて４１４万２，０００円を増

額計上したというもので総額で９４４万２，０００円が収入されるというものでござい

ます。２１ページでございますが，後期高齢者医療特別対策補助金の額については，人

間ドック・脳ドックの助成に対する広域連合からの補助金ですが，これは実績清算する
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ことによる減でございます。プレミアム付商品券購入代の減については，さきほどご説

明申しましたが，５，０００円のプレミアムを付けて２万円の商品券を販売するもので

すが，その２万円の販売代金収入で，当初見込みより非課税世帯の申し込み者が減とな

ったということから減額計上するというものでございます。２２款市債でございますが，

こちらも事業の確定などにより全体では７，５２０万円の減となっているものでありま

す。３月の市債補正についは，説明欄記載の各事業の事業費の確定等により市債を増減

するものがほとんどでありますが，主なものとしましては，４目の農林水産業費債は，

共同畜舎の解体に対する事業費の確定。５目の土木費債の１節の道路橋梁費債の説明欄

の道路新設改良事業費債は，入札の差金や路線の数の変更減による事業費の減でござい

ます。急傾斜地崩壊対策事業債は，県事業の１０パーセント負担金に対するものですが

事業費の負担額の確定による減額でございます。３節都市計画事業費債は，各街路事業

等の事業費確定による減でございますが，説明欄の上から３番目の都市施設等整備事業

費債の減とありますが，こちらは土浦駅の西口エスカレーター改修・荒川沖西口のトイ

レ改修・および西口広場の照明ＬＥＤ化に対するものですが，入札差金などの事業の減

に伴う減額。一番下の亀城モール整備事業費債は，年度内の工事や用地取得が見込めな

い箇所があるということで，事業費の減に伴うものでございます。７目の教育費債は，

１節の学校施設整備債につきましては，説明欄の学校給食センター再整備事業費債につ

きましては，事業費の確定によるもので，その下の各学校施設整備事業費債につきまし

ては，下高津小学校・荒川沖小学校の非構造部材の耐震化に対する事業費ですが，事業

費自体は減額となっていますが，新たに国土強靭化債というメニューが出来まして，そ

れが該当になるということから，充当率が７５パーセントから１００パーセントにかさ

上げされることから市債自体は増額となるものでございます。２節社会教育施設整備費

債につきましては，市民会館耐震化及び大規模改造事業費債の国の交付金のが減額とな

るため，その分市債を増するものでございます。９ページに戻りいただいて，第３表地

方債補正でございます。こちらはただいま申し上げました地方債補正でございますが，

補正をさせていただく市債の増減に合わせて，予算の地方債を増減補正し，予算額計に

あるように全体では６８億６，５４１万８，０００円から６７億８，９８１万８，００

０円ということで，全体では７，５６０万円，１．１パーセント減額するものでござい

ます。歳入補正予算及び地方債補正は以上でございます。 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 

○真家総務課長 ２２ページをお願いいたします。２款総務費１項総務管理費４目文書

費でございます。こちらは８１０万円の補正減でございますが，内訳といたしましては

まず，１３節委託料のうち，書庫及び備品運搬委託料につきましては，契約差金につい

て減額するものでございます。宍塚書庫機械警備委託料につきましても契約差金につい

ての減額でございます。続きまして，旧宍塚小学校アスベスト調査委託料につきまして

は，当初Ｐタイルにアスベストが含まれているか否か調査する予定でございましたが，
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工期の関係でアスベストが含まれているものと仮定してＰタイルの処分を行ったため，

調査を行わなかったものでございます。１５節工事請負費の旧宍塚小学校転用改修工事

費につきましては，書庫と教育相談室への転用改修工事費でございまして，契約差金が

発生いたしましたが，その後，建物内の雨漏りの補修や書庫の文書棚の倒壊防止用の天

繋の購入等にあたり流用を行ったため，その残額について減額するものでございます。

文書費につきましては，以上でございます。 

○佐藤財政課長 ６目財政管理費でございます。財政管理費につきましては，説明欄の

財務システム更新準備委託料。こちらについては，新年度から本格稼働します財務や会

計・契約等を一括して行うシステムの改修でありまして，昨年度末にプロポーザルにて

委託業者の選定を行いましたが契約差金を減額するもので，その下の財務システム移行

データ作成委託料につきましては，現在システムによって業者が違うというところもご

ざいましたが，今後は選定業者が一括で運営を行うというもので，現在の運営会社のデ

ータ移行の委託を行うもので，こちらも契約差金を減額するというものであります。 

○渡辺管財課長 ８目財産管理費についての減額補正につきましては，１４節使用料及

び賃借料におきまして，土浦駅の東西の市営駐車場の定期駐車料金の引き下げが７月１

日にありまして，それに伴い執行不用額を減額補正するものでございます。以上でござ

います。 

○山口政策企画課長 ９目企画費です。企画費につきましては，合併特例債を原資とす

る合併振興基金の利子を積立てるものでございます。続きまして，１０目事務管理費で

ございます。１３節委託料につきましては，当初パソコン等のリースの更新に伴う初期

設定，ネットワーク設定等の各種設定作業を外部委託する予定でございましたが，職員

が対応したことにより委託料を減額するものでございます。１４節使用料及び賃借料に

つきましては，いずれも入札により契約額が特定したことによる減でございます。１９

節負担金補助及び交付金の茨城情報セキュリティクラウド運営費等負担金は，負担金額

確定による減。諸会議出席負担金は，負担金が掛からない別の研修会，講習会に出席し

たことにより減額するものでございます。以上でございます。 

○飯泉市民活動課長 続きまして，２２ページ一番下になります１１目市民活動費。こ

ちらにつきましては，２つの補助金の減額を行うものでございます。まず，１点目。地

域公民館建設費補助金の減額についてでございますが，本年度につきましては，新築が

２件，修繕が３件。計５町内分の予算をいただいておりました。その内の１件。右籾四

区につきましては，台風の影響による公民館の屋根の雨漏りの修繕を予定しておりまし

たところ，町内会で加入しておりました保険にて屋根の修繕が可能となりましたことか

ら，市の補助金等を使わなかったことに伴いまして，減額するものでございます。次に

２点目。コミュニティ事業補助金の減額についてでございます。本事業につきましては，

宝くじの社会貢献及び普及広報事業といたしまして，町内会の活動に必要な備品等の整

備に対する助成でございます。令和元年度につきましては，２町内が申請をいたしまし

たが１町内のみ採択となりましたことから採択分の１町内分の補助金を減額とするもの

でございます。続きまして，２３ページ。１２目地区コミュニティ活動推進事業費。こ
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ちらにつきましては，協働のまちづくりファンド事業補助金の減額を行うものでござい

ます。本事業につきましては，本年度，合わせて７団体を予定しておりましたところ，

実際に活用いただきました団体は４団体に留まりましたことから，当初の見込よりも少

なく１２７万４，０００円を減額するものでございます。説明につきましては以上でご

ざいます。 

○坂本生活安全課長 １５目防犯対策費。１７目交通安全対策費を説明させていただき

ます。２３ページ。１５目防犯対策費１９節負担金補助及び交付金の補助金であります

が，こちらは防犯灯の電気料金の補助金についての減額でございます。２，４５４万４，

０００円に対しまして，交付決定額２，２９８万１，０００円となりましたことから，

差額の１５６万３，０００円を減額補正するものでございます。１７目交通安全対策費

１４節使用料及び賃借料の借地料についての減額でございます。こちらは土地を借用し

無料で運営しておりました荒川沖駅の市営の臨時自転車駐車場が東口に２ヶ所。西口に

１ヶ所ありましたが，駅周辺の民間自転車駐車場を含め，近年の自転車駐車場の利用状

況が東口の１ヶ所の運営だけで駐車台数が賄えるため，東口の１ヶ所と西口の１ヶ所を

令和元年の８月末日をもって閉鎖しまして，土地を地主へ返還したことから発生しまし

た借地料の残金９３万８，０００円を減額補正するものでございます。１５節工事請負

費の神立駅西口仮設自転車駐車場撤去工事費についての減額でございます。こちらは，

神立駅西口自転車駐車場建て替えのために設けてありました仮設の自転車駐車場を，建

て替え工事完了に合わせまして撤去するにあたり，当初，原状回復工事を行う際，底地

に敷き詰められていた砕石を産廃として処分する計画でありましたが，砕石の状態が比

較的良好であるため，市道路課の方でストックして再利用することが可能となりまして，

処分料５５０万円がかからなくなったことから，減額補正するものでございます。以上

です。 

○真家総務課長 ２０目防災費でございます。１５９万４，０００円の補正減でござい

ますが，内訳といたしましては，１３節委託料のうち，防災無線設備保守点検業務委託

料につきましては，契約差金について減額するものでございます。続きまして，地域防

災訓練会場設営委託料につきましては，地域防災訓練を１０月１９日に予定してござい

ましたが，台風１９号の被害対応の関係で地域防災訓練自体を中止したことに伴いまし

て，当該委託契約にかかる変更契約を行った結果の差金でございます。続きまして，電

算委託料につきましては，避難行動要支援者システム管理委託料につきまして，当初こ

のシステムの稼働期間を１年間として予定して予算化していたものでございますが，計

算センターの都合で納期が遅れ，結果といたしまして８か月分の委託料になったことに

伴う減額でございます。１４節使用料及び賃借料のうち，機械借上料につきましては，

地域防災訓練音響設備賃借料につきまして，先ほどもご説明いたしましたように台風１

９号の被害対応により地域防災訓練を中止した結果，予算を執行しなかったことに伴う

減額でございます。１９節負担金補助及び交付金のうち，罹災証明者交付等システム負

担金につきましては，当初，予算化に際しまして県が提示してきた概算額と実際の請求

額に差異があったことに伴う減額でございます。説明は以上でございます。 
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○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

○篠塚委員 電算業務委託の契約差金というお話だったんですけれども，更新準備委託

料ですね。１，１００万。それから作成。データの作成委託３００万。ずいぶん減額にな

ったんですが，これは業者さんが変わったのか。それをちょっと詳しく教えてください。 

○佐藤財政課長 これは，実際に契約差金ということでお話したんですけれど，実際プ

ロポーザルで行いまして，プロポーザルの中で金額というところで点数が大きいウエイ

トを占めておりまして，その関係で当初は１，５００万で予算を組んでいたところです

けれど，１，１００万円落ちているということで，かなり落ちたと。データ委託の方に

ついては，茨城計算センターが今業者なんですけれども。茨城計算センターが他の業者

に代わることを想定して，マックスでデータ委託の予算を組んでいたという事なんです

けれど，実際取ったのが茨城計算センターだったんで，データの方の委託もそれほどか

からないで済んだという感じです。 

○篠塚委員 プロポーザルだから間違いはないと思うんですけれど，契約とか何か確認

して，ずいぶんね，１，５００万が４００万くらいで取った訳でしょ。それは大丈夫だ

ったんですね。 

○佐藤財政課長 これは勝負してきたとしか思えないですけれど。確かに今まではそう

そうの金額だったんですけれど，業者が何社か来て，その業者も結構システムについて

は全国的には強い業者だったんで，そこにシェアの問題とかがあって，競争の原理で。

システム自体は順調に進めてあります。来年度から，当初から進められるようになって

ます。 

○島岡委員長 その他何かございませんか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤財政課長 ２３ページの一番下のところですね，２３目財政調整基金費でござい

ますが，本年度の決算の剰余金を見込みまして，昨今の災害や財源不足に備えとして，

利子に加えて３億円の積立金を計上していただくと，それから２４目。こちらは市債管

理基金費については，今後令和３年度から５年にかけての公債費の増が見込まれており

まして，こちら１０億円程度の増が見込まれることから，それに対応するために市債管

理基金利子及び９億円の積立金を計上させていただいております。２４ページでござい

ます。２６目土地開発基金。こちらは，基金の利子の積立でございます。２７目公共施

設等総合管理基金費でございますが，こちらは先ほど令和２年の歳出の方でもお話をし

ましたが，公共施設の老朽化のために行財政改革大綱で毎年度目標としている金額。３

億円と先ほどご説明さし上げましたが，こちらを３億円の積立金を計上していくという

ものでございます。 

○大橋納税課長 引きつづき，２４ページ真ん中の段の２項徴税費３目徴収費１節報酬

の減額でございます。かねてより募集しておりました徴収指導員。中々決まりませんで

昨年１１月からの採用となってしまいました。従いまして４月から１０月までの７ヶ月

分の賃金をお戻しするものです。１３９万３，０００円減額し，３目徴収費全体では５，
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０５０万４，０００円とする予算でございます。以上よろしくお願いします。 

○佐野市民課長 引きつづき，２４ページの下段，３項１目戸籍住民基本台帳費でござ

います。今回の補正理由でございますが，個人番号カードの発行などの事務費につきま

しては，国の機関であります地方公共団体情報システム機構に委任をしておりますが，

通知カード，個人番号カード関連事務の委任等にかかる交付金の見込額等が地方公共団

体情報システム機構から示されたため，その事業につきまして増額補正をお願いするも

のでございます。当初予算額２億２，４９６万８，０００円に今回増額補正をお願いす

る個人番号カード関連事務交付金として２，２４８万４，０００円を追加し，総額を２

億４，７４５万２，０００円とするものでございます。なお，今回増額補正をお願いす

る交付金につきましては全額国からの補助金となっております。市民課からは以上です。 

○真家選挙管理委員会事務局書記次長 ２５ページをお願いいたします。４項選挙費の

うち，２目参議院議員選挙費，３目市議会議員選挙費，４目市長選挙費につきましては，

総額で当初予算が２億１，３１３万９，０００円に対しまして，３，７０９万４，０００

円の約１７．４パーセントの補正減となってございます。こちらにつきましては，それ

ぞれ開票事務の効率化によりまして，報償費，いわゆる職員の人件費が大幅に圧縮でき

たこと，さらに郵便物にバーコードを付けることによる郵便物の割引，さらに市議選と

市長選におきます公費負担分の使用率が低かったことから剰余分につきまして減額する

ものであります。以上でございます。 

○五来環境衛生課長 ２９ページをお開き願います。一番下になりますが，４款衛生費

２項環境衛生費でございます。１目環境衛生総務費でございますが，１３節委託料では，

所有者からの依頼により実施いたしております空地草刈委託の実施面積の減少。また河

川堤草刈及びスズメバチの駆除について見込額との差額について不用額を減額補正いた

します。３０ページをお願いいたします。１９節負担金補助及び交付金では，合併処理

浄化槽の設置が当初見込みより下回ったことによる減額補正でございます。次に３項清

掃費でございます。２目ごみ処理費１３節委託料でございます。事前委員会でご説明さ

せていただきましたが，一般廃棄物有料化事業におきまして，指定ごみ袋の販売枚数が

当初見込みよりも増加いたしましたことから，ごみ袋の在庫を確保するため指定ごみ袋

製造等委託料。ごみ袋の作成費用の増額補正をいたします。環境衛生課は以上でござい

ます。 

○佐賀環境保全課長 ３０ページの下段をお願いいたします。１目環境保全対策費でご

ざいます。１３節委託料の３件を減額するものでございます。土浦市地球温暖化防止行

動計画。低濃度ＰＣＢ廃棄物濃度分析及び処分委託でございます。いずれも入札差金で

ございます。以上でございます。 

○島岡委員長 それではここまでで，何かご質問がございますか。 

○久松委員 市債管理基金。これで残高どれくらいなんですか。 

○佐藤財政課長 ２３億８，０００万です。 

○久松委員 令和５年あたりが公債費のピークになるという事だけれども，これに対応

した市債管理基金の必要額というのはどのくらい考えているんですか。 
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○佐藤財政課長 ピーク想定では大体７０億程度想定しておりまして，この市債管理基

金をすべて活用するということではないんですけれど，近々の課題としては市債管理基

金がそれで追いつかないので，一番優先的に積立てを今回行うというものです。今５９

億くらいのところが大体７０億程度に。１０億程度増額する見込がございますので，年

次で市債管理基金も確保していくというような考え方です。 

○久松委員 ７０億くらいになるだろうというのは，令和５年度あたりではこのくらい

になるだろうと。そういう見込みですか。 

○佐藤財政課長 はい。 

○久松委員 わかりました。 

○島岡委員長 その他何かございませんか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 それでは引続き説明をお願いしたいと思います。 

○嶋田消防総務課長 ３５ページ下段をご覧ください。１項消防費３目消防施設費１９

節負担金補助及び交付金における茨城消防救急無線指令センター運営協議会負担金に対

する一般財源の９１２万５，０００円を減額補正するものでございます。補正の理由に

つきましては，茨城県より茨城消防指令センターに対し運営に関する財政措置の権限を

目的とした補助金１億が支給されたこと及び歳入歳出額が確定したことにより減額補正

するものでございます。説明は以上となります。 

○佐藤財政課長 ３９ページをお願いしたいと思います。１０款公債費でございまして，

公債費全体での補正額で４億４，２３４万６，０００円の増額計上でありますが，こち

らについては，１目元金についてですけれど，長期債償還金。減とありますが，こちら

は，３０年度に繰上げ償還したことによりますその分の減２億４，６４５万７，０００

円の減額計上と，その下の括弧繰上げ償還分とございますが，こちらも今回の補正で公

債費を削減するために過去に借り入れた借入金のうち，おおむね０．６パーセントから

０．８パーセントほどの利率について決算剰余金の予定の財源を活用して公債費削減の

ため繰り上げ償還を行うというものであります。繰上げ償還の額は，説明欄にもあるよ

うに７億２２３万５，０００円というものでございます。この繰上げ償還によって今後

の後年度の利子は２００万円程度の利子を削減できるものと計算しております。２目利

子については，３０年度の繰上げ償還の利子の軽減分を減額し説明欄の繰上げ償還分。

こちらは，増額しておりますが，通常は５月。年度をまたいで５月利子を償還している

ものでございますが，３月ごろに繰上げ償還を行うに当たり，先に今年度分の利子は償

還していくというものでございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

（「なし」という声あり） 

○島岡委員長 それでは採決いたします。議案第２６号令和元年度土浦市一般会計補正

予算（第８回）第１表歳入歳出予算補正歳入全部，歳出中第２款（総務費），第４款（衛

生費）ただし第１項（保健衛生費）を除く，第８款（消防費），第１０款（公債費），第３

表地方債補正については，原案どおり決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○島岡委員長 ご異議なしと認めます。よって，議案第２６号令和元年度土浦市一般会

計補正予算（第８回）第１表歳入歳出予算補正歳入全部，歳出中第２款（総務費），第４

款（衛生費）ただし第１項（保健衛生費）を除く，第８款（消防費），第１０款（公債費），

第３表地方債補正は，原案どおり決しました。 

 次に，協議事項（２）報告事項に入ります。土浦市職員の給与水準についてを議題と

いたします。執行部より説明を願います。 

○今野人事課長 ２３ページをお願いいたします。こちらにつきましては，事前委員会

におきまして，吉田（博）委員から提出の依頼があったものでございます。土浦市職員

の給与水準について。こちらを説明させていただきたいと思います。まず，１番目。ラ

スパイレス指数でございます。こちらは国家公務員の職員構成を基準といたしまして，

学歴や経験年数別に平均給料月額を比較いたしまして，国家公務員の給料を１００とし

た場合の指数でございます。令和元年度の本市職員のラスパイレス指数が１０年前の９

６．１パーセントから１．２ポイント低い９４．９パーセントとなっております。これ

は県内４４市町村中４３位ということで下から２番目に低い数字となっております。特

に入庁５年以上２０年未満という主事級後半から主任級の指数が主任級前後に固まって

いるものでございます。それから２番目，平均給料月額。こちらにつきましては，令和

元年度の本市職員の平均給料月額につきまして。１０年前。こちら３３万円になってお

りますが，令和元年につきましては，３万１，７００円低い２９万８，３００円となっ

ており，県内４４市町村中３９位となってございます。平均給料月額ですが，こちらは

年齢によって変動してくるもので，ベテランが多ければ高くなる。それから組織の若年

化がありますと低くなってくるもので。恐れ入りますが下の表の横長２番目の表をご覧

いただきたいと思います。左からラスパイレスとありまして，右から２番目平均年齢と

ございますが，１０年前４３．４歳。今年度につきましては４１歳ということで，組織

の方が若年化をしているいうことがひとつの要因と考えております。それから３番目。

平均給与月額というのがございます。これは給料に各種手当。例えば地域手当ですとか

扶養手当。そういった手当を加えたものでございます。こちらは４４市町村中８位とい

うことで，上から８番目に高い金額となっております。その理由といたしましては，国

家公務員の支給基準に基づきまして，県内で４番目に高い水準の地域手当を支給してい

ることになっているものと考えてられます。地域手当につきましては，四角で囲まれた

ところに県内主要市の地域手当支給率を参照願います。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

○吉田（博）委員 今回これを出させていただいたのは，私も長い議員生活の中でとに

かく土浦市のね職員の給料というのは低いんですよ。ずっと低いの。それで今現時点で

どうなっているのかなというのを知りたくてね。それで出した訳で，また今回予算を審

議するという機会ですから，１年で一番お金に対して，微妙なところでピリピリするよ

うなこの時期に，その職員の給料を知りたかった。以前からねラスパイレス指数がね低

いというのは私も知ってたんですよ。今の国家公務員と比べて，国家公務員が１００と
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しますから。それでいわゆる学歴とかね，そういうものを比べて９０何パーセントがい

いかというようなことをいうんだけれども。学歴なんてもう変わりないですよ。今の市

の職員は優秀だからね。せめてねやっぱり理想としてはラスパイレス指数は９８に近づ

けなくてはいけないと私は思うんですよ。これを。これを地域手当でやっているという

のは，ひとつのこれは地域手当をやった時も私は覚えていますけれど，ちょっとしたご

まかしにしか私には見えなかったね。やはり給料を上げて行かなくちゃおかしい。この

平均給与を見てもね。地域手当やっているから８位になっているけれども，１０年前か

らすると１万６，０００も低いんだよ。やはり職員の方は，数は減らされてる。数は減

って給料も減って，どこにやる気を見出すんだと。いうのが私の持論であるから，これ

は総務市民委員会の委員の皆さんにも聞いてほしいんだけれどね。やはり今の財政状況，

今後の財政状況は佐藤課長から話があったように，総務市民委員会の皆さんも厳しくな

るのはわかっていると。でもね少しずつでいいからやはり上げて行かないとこれは私は

おかしいと思っている。このことは望月部長もね上に，市長あたりにも委員会でそうい

う意見が出たということを話してほしい。数字で見たらね。要するに２０年くらいの人

たちはラスパイレス指数が９０前後でしょ。こんな市町村なんか無いよ。どこいったっ

て。これは数字で明らかに出ているということも付け加えてください。と思うのですが。

部長はどう思いますか。 

○望月総務部長 ただいま，吉田（博）委員からご指摘いただいた件。現状，どうなって

いるのかということで資料を出させていただきましたけれども，ラスの指数の方は，だ

いぶ前からもうだいぶ低い水準で上がってこなかったと。要因については，やはり若年

層のですね，給料を操作できるのは昇格，昇給くらいでございまして，昇格がたぶんほ

かの自治体と比べると遅いのかなと思っています。大学卒で７年経過しますと主事から

主幹という１ランクレベルアップする段階があるんですが，その時点で多分少し遅れが

あるのかなと思いますので，この辺はですね，ラスがどんどん下がっていくのはやはり

よいことではないと思いますので，食い止めるためにも，よく市長，副市長の方にです

ね，今日いただいた意見をお伝えしまして検討していきたいと思います。中々いっぺん

に，すぐに目に見えるようには出来ないものですから，長い目で，きちんとですね働き

方にもつながるものですから検討していきたいと考えております。 

○吉田（博）委員 今が最低だと思って。これ以上下げてはいけないと。これから少し

ずつでも上げていこうというそういう努力をしてほしいんだ。じゃないとみんなやる気

なくなるぞ。働け働け言われて銭安くてさ。それはだめ。絶対だめ。と私は思う。はい。

以上。 

○篠塚委員 関連してですね，ほかの市町村も首長さんが，地域手当の差が大きすぎち

ゃっていい人材が集まらないんだというようなことを国でどうにかしてくれというよう

な意見を言ってた方がいたんですけれども，実際の給与の面と地域手当の。お隣のつく

ばは１６ですよね。かなりの差があるのですが，そういうものを含めて人材の確保とい

うのは，あるいは受験者数というのはたくさん来ますけれども。同じ日に同日でやって

いるので，実際に２次試験まで来たけれど採用取り消しというか，無効で辞退というの
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があったりすると思いますが，その辺の人材確保というのはどうですか。 

○望月総務部長 採用につきましては，現在のところ退職者の人数に応じた形で必要な

人数を計算して採用試験の方を実施している訳ですけれども。土浦市については，これ

まで非常に財政厳しいということもありまして，少数精鋭ということで，ギリギリの人

数でやってきた中で，やはり募集人数が小さい数字なもんですからお隣のつくば市とは

比較にならない数字になっているということもありまして，どうしてもやはり，受験す

る側から見ますと，大きい数字で採用予定があるところにですね，応募が行くという傾

向がありますので，その辺も含めて，必要な人材の確保。大事なことだと思いますので。

そして優秀な人材が集まるようにですね。よく検討したいなと思っております。 

○島岡委員長 吉田（博）委員からこのようなお話をいただきましたが，総務市民委員

会の総意ということでよろしいでしょうか。 

（「よし」という声あり） 

○島岡委員長 次に，自動火災報知設備誤作動事案件数についてを議題といたします。

執行部より説明を願います。 

○谷田貝予防課長 ２４ページをお願いいたします。事前委員会で海老原委員から質問

がありました自動火災報知設備誤作動事案件数について報告いたします。表になってご

ざいます。平成３０年は学校等が２件。共同住宅９件。福祉施設等が１２件。店舗等が

１２件。合計で３５件でございました。令和元年が学校等が１件。共同住宅６件。福祉

施設等が８件。店舗等が３件。立体駐車場が２件。合計で２０件。令和２年は２月末現

在で共同住宅２件。福祉施設等が１件の合計で３件発生しております。なお，誤作動の

原因ですが，雨漏り，厨房等の蒸気，湿気等で感知したものが多く，そのほか室温が低

い時にエアコンを高温にして設定し強風にした場合。温度差と埃，ちり等で感知する場

合がございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問がございますか。 

○海老原委員 この件は，すべて消防車は出動しているということで，確認。 

○谷田貝予防課長 すべて出場しております。 

○島岡委員長 それではこの程度といたいします。暫時休憩いたします。 

（午後２時２０分 休憩） 

（午後２時２８分 再開） 

○島岡委員長 休憩前に引き続き，会議を再開いたします。以上で総務市民委員会を終

了いたしました。その他執行部から何かございませんか。 

○飯泉市民活動課長 本市と姉妹都市を締結しておりますアメリカ・パロアルト市との

中学生の交換交流事業について，口頭にてご報告させていただきます。中学生の交換交

流事業につきましては，先日皆様にご連絡をさせていただきましたとおり３月１４日か

ら出発を予定しておりましたアメリカ・パロアルト市。中学生の派遣につきましては，

残念ながら中止ということにさせていただいております。そのような中で先方のパロア

ルト市におきましても，６月には本市の方に来日を予定しているところでございます。

しかしながら，新型コロナウィルスの関係で事態の収束が見込めないような現状におき
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ましては来日が難しいということでですね中止という判断をせざるを得ないという連絡

がございました。そのため３月の派遣に続きまして６月の来日につきましても残念なが

ら中止というような状況となってございます。説明につきましては以上でございます。 

○島岡委員長 その他，何かございますか。 

      （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 委員の皆様から何かございますか。 

○吉田（千）委員 市民の皆様にとても関係のあることなので，お願いしたいと。高齢

者，高齢のドライバーのサポカー補助金の件でございます。これ市のホームぺージの方

にも生活安全課の方で掲載をしていただいているところなんですが，それより先に状況

が進んでいるかと思いますので，ぜひその辺もし，委員会の方にですね，資料として簡

単なものでいいと思うんです。要は市民の人たちがこの補助金を受けられる体制がこう

なっていますよということがわかればありがたいかなと思ったのと。それから市民への

周知方法については何か考えていることがあればお伺い出来ればと思います。 

○坂本生活安全課長 今のサポカー補助金の関係なんですが，６５歳以上の高齢運転者

が，ブレーキの軽減装置とか，ペダルの踏み間違え装置の付いた車を購入する際に補助

が出るといったものでして，経済産業省とか国交省の方から３月９日から受付を開始し

ますよというような内容になっております。以前サポカーが始まりますというようなこ

とで，今生活安全課のホームページの方は案内させていただいておりまして，こちらの

方，公表された内容がすべて３月６日以降公表ということでしたので，それを受けまし

て，入れ替え作業をする段取りとなっております。インターネットを見られないような

方のために，広報紙の方４月の上旬号にやはりサポカー補助金の制度が始まりますとい

うようなことで，今掲載させていただくようなことで，広報課の方にお願いをしていて，

原稿の方を制作している段階になっています。資料の方は簡単なものがまとまりしだい

お配りさせていただきます。 

○吉田（千）委員 ありがとうございます。どうぞよろしく，市民の方々がよくわかる。

そういうものにしていただければなというふうに思いますので，よろしくお願いします。

ありがとうございます。以上です。 

○島岡委員長 その他，何かございますか。 

     （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 以上で議案の審査が終了しました。以上で総務市民委員会を終了いたし

ます。執行部の皆さんは退席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

    （執行部退席） 

○島岡委員長 それでは日程に沿いましてその他，各種委員会等委員の選出につきまし

て，ご協議をお願いいたします。土浦市学区審議会委員，１名を選出願います。皆様い

かがいたしますか。参考といたしましては，前任者は久松委員でした。 

    （「異議なし」という声あり。） 

○島岡委員長 久松委員よろしくお願いします。次に，土浦市立学校給食センター運営

審議会委員，１名を選出願います。皆様いかがいたしますか。参考といたしましては，
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前任者は吉田（千）委員でした。 

    （「異議なし」という声あり。） 

○島岡委員長 吉田（千）委員よろしくお願いします。次に政務活動費の審査日を４月

２７日月曜日１０時から行いたいと思いますので，よろしくお願いいたします。その他，

委員の皆様から何かございますか。 

○吉田（博）委員 先ほど私委員会でも申しました給与水準についてのことをですね，

明日，明後日が予算委員会の総括があるんですけれども，総務市民委員会の中の一つの

意見として出していただけたらいいのかなあと。 

○篠塚委員 委員長報告でしょ。 

○吉田（博）委員 委員長報告で，やっていただけると。内容のことは，録音とかあるか

ら事務局等におまかせしますけれど。 

○島岡委員長 よろしいでしょうか。 

○久松委員 委員長報告でやるのが一番いいよ。 

○吉田（博）委員 委員がそれで考えていますということを申し上げた方がいいと思い

ます。 

○島岡委員長 そちらの方を委員長報告で報告させていただいてよろしいでしょうか。 

    （「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 報告させていただきます。他に何かございますか。 

    （「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，事務局から何かございますか。 

○事務局 予算特別委員会報告書読み合わせを３月１８日水曜日９時３０分から。委員

長報告読み合わせを３月１９日木曜日１３時から。懇親会については中止となりました。 

○島岡委員長 以上で総務市民委員会を閉会いたします。長時間大変お疲れ様でした。 


